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【
器
名
】　

四
十
二
年

鼎
（
卌
二
年

鼎
）・
四
十
二
年
逑
鼎
・
四
十
二
年
독
鼎
・

四
十
二
年
徠
鼎

【
時
代
】　

西
周
晚
期
（
宣
王
）

【
出
土
】

二
〇
〇
三
年
一
月
一
九
日
に
陝
西
省
眉
縣
馬
家
鎭
楊
家
村
の
窖
穴
か
ら
出
土
し

た
二
七
件
の
西
周
青
銅
器
の
う
ち
の
鼎
で
、
ほ
ぼ
同
銘
の
も
の
二
種
類
。
出
土
と

發
掘
の
顚
末
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
二
號
所
收
の
拙
稿
「
뎾
盤
」
で
す
で
に
記
し

た
の
で
、
そ
れ
を
參
照
さ
れ
た
い
。

【
所
藏
】　

陝
西
省
寶
鷄
青
銅
器
博
物
館

【
著
錄
そ
の
一
―
圖
錄
・
出
土
狀
況
】

①
陝
西
省
文
物
局
・
中
華
世
紀
壇
藝
術
館
編
『
盛
世
吉
金
―
陝
西
寶
鷄
眉
縣
青
銅

器
窖
藏
』（
北
京
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

②
陜
西
省
考
古
硏
究
所 

・
寶
鷄
市
考
古
硏
究
所
・
眉
縣
文
化
館
編
『
吉
金
鑄
華
章

―
寶
鷄
眉
縣
楊
家
村
單
氏
青
銅
器
窖
藏
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）

【
著
錄
そ
の
二
―
發
掘
報
告
・
圖
錄
】

③
陝
西
省
考
古
硏
究
所
・
寶
鷄
市
考
古
工
作
隊
・
聯
合
考
古
隊
・
眉
縣
文
化
館
「
陝

西
眉
縣
楊
家
村
西
周
青
銅
器
窖
藏
」（『
考
古
與
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

④
陝
西
省
考
古
硏
究
所
・
寶
鷄
市
考
古
工
作
隊
・
楊
家
村
聯
合
考
古
隊
・
眉
縣
文

化
館
「
陝
西
眉
縣
楊
家
村
西
周
青
銅
器
窖
藏
發
掘
簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三

年
第
六
期
）

【
著
錄
そ
の
三
―
そ
の
他
】

⑤
鍾
柏
生
等
合
編
『
新
收
殷
周
青
銅
器
銘
文
曁
器
影
彙
編
』（
藝
文
印
書
館
、

二
〇
〇
六
年
）、
器
號745

・746

（
五
四
三
〜
五
四
四
頁
）

⑥
劉
雨
・
嚴
志
斌
編
著
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
二
編
』（
中
華
書
局
、二
〇
一
〇
年
）、

器
號328

・329

（
三
五
六
〜
三
六
〇
頁
）

【
本
盤
銘
文
の
考
釋
（
釋
讀
）】

⑦
李
零
「
讀
楊
家
村
出
土
虞
逑
諸
器
」（『
中
國
歷
史
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

金
文
通
解

四
十
二
年
뎾
鼎

馬　
　

越　
　

靖　
　

史



四
十
二
年
뎾
鼎

七
八

⑧
李
學
勤
「
眉
縣
楊
家
村
新
出
青
銅
器
硏
究
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
）

⑨
裘
錫
圭
「
讀

器
銘
文
札
記
三
則
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
）

⑩
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
「
四
十
二
年
・
四
十
三
年

鼎
銘
文
試
釋
」（『
文
物
』

二
〇
〇
三
年
第
六
期
、
の
ち
②
に
再
收
）

⑪
劉
軍
社
・
辛
怡
華
「
眉
縣
楊
家
村

盤
・

鼎
淺
析
」（『
寶
鷄
社
會
科
學
』

二
〇
〇
三
年
第
二
期
）

⑫
周
曉
陸
「《
徠
鼎
》
讀
箋
」（『
西
北
大
學
學
報
（
哲
社
版
）』
二
〇
〇
三
年
第
四

期
）

⑬
孫
亞
冰
「
眉
縣
楊
家
村
卌
二
・
卌
三
年

鼎
考
釋
」（『
中
國
史
硏
究
』

二
〇
〇
三
年
第
四
期
）

⑭
王
輝
「
四
十
二
年
독
鼎
銘
文
箋
釋
」（『
陝
西
歷
史
博
物
館
館
刊
』
第
一
〇
輯
、

二
〇
〇
三
年
）

⑮
連
劭
名
「
眉
縣
楊
家
村
窖
藏
青
銅
器
銘
文
考
述
」（『
中
原
文
物
』
二
〇
〇
四
年

第
六
期
）

⑯
周
鳳
五
「
眉
縣
楊
家
村
窖
藏
《
四
十
二
年
逑
鼎
》
銘
文
初
探
」（『
華
學
』
第
七

輯
、
二
〇
〇
四
年
）

⑰
張
崇
禮「
逑
器
銘
文
補
釋
」（『
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心
網
站
』、

二
〇
一
一
年
）

　

http://w
w
w
.gw

z.fudan.edu.cn/SrcShow
.asp?Src_ID

=
1959#

_

ednref24

【
本
盤
銘
文
に
關
す
る
論
考
】

⑱
考
古
與
文
物
編
輯
部「
寶
鷄
眉
縣
楊
家
村
窖
藏
單
氏
家
族
青
銅
器
群
座
談
紀
要
」

（『
考
古
與
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

⑲
馬
承
源
等
「
陝
西
眉
縣
出
土
窖
藏
青
銅
器
筆
談
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六

期
）

⑳
周
曉
陸
「
西
周
〝
徠
器
〞
及
相
關
問
題
探
討
」（『
南
京
大
學
學
報
（
哲
學
・
人

文
科
學
・
社
會
科
學
）』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
）

㉑
董
珊
「
略
論
西
周
單
氏
家
族
窖
藏
青
銅
器
銘
文
」（『
中
國
歷
史
文
物
』

二
〇
〇
三
年
第
四
期
）

㉒
張
潤
棠
「
眉
縣
楊
家
村
窖
藏
青
銅
器
述
評
」（『
寶
鷄
文
理
學
院
學
報
（
社
會
科

學
版
）』
二
〇
〇
三
年
第
五
期
）

㉓
黃
盛
璋
「
眉
縣
楊
家
村

家
窖
藏
銅
器
解
要
」（『
中
國
歷
史
文
物
』
二
〇
〇
四

年
第
三
期
）

㉔
田
率
「
陝
西
眉
縣
青
銅
器
窖
藏
與
西
周
單

家
族
」（『
中
國
歷
史
文
物
』

二
〇
〇
八
年
第
四
期
）

㉕
張
培
瑜
「

鼎
的
王
世
與
西
周
晚
期
伜
法
月
相
紀
日
」（『
中
國
歷
史
文
物
』

二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

㉖
張
培
瑜
「

鼎
的
月
相
紀
日
和
西
周
年
代
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
）

㉗
夏
含
夷
「
四
十
二
年
・
四
十
三
年
兩
件
寞

鼎
的
年
代
」（『
中
國
歷
史
文
物
』

二
〇
〇
三
年
第
五
期
）

㉘
葉
正
渤「

鼎
銘
文
伜
法
解
疑
」（『
鹽
城
師
範
學
院
學
報（
人
文
社
會
科
學
版
）』

第
三
二
卷
第
六
期
、
二
〇
一
二
年
）

㉙
田
率
「
四
十
二
年
﹇

﹈
鼎
與
周
伐

問
題
」（『
中
原
文
物
』
二
〇
一
〇
年

第
一
期
）
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第
三
號

七
九

以
下
、
本
稿
で
引
用
す
る
金
文
や
青
銅
器
の
著
錄
書
お
よ
び
考
釋
書
の
略
稱
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

集
成　

中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所
『
殷
周
金
文
集
成
』（
修
訂
增
補
本
、

中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）

近
出　

劉
雨
・
盧
岩
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）

近
出
二　
劉
雨
・
嚴
志
斌『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
二
編
』（
中
華
書
局
、二
〇
一
〇
年
）

通
釋　

白
川
靜
『
金
文
通
釋
』（『
白
川
靜
著
作
集 

別
卷
』、
平
凡
社
、

二
〇
〇
四
年
〜
〇
五
年
）

【
器
制
】

二
件
出
土
。
⑥
近
出
二
に
よ
る
と
、
甲
號
鼎
あ
る
い
は
一
號
鼎
（
①
で
は
編
號

2003M
YD:007

〈
た
だ
し
①
は
「
二
﹇
號
鼎
﹈」
と
す
る
〉、
④
で
は2003M

YJ:7

）

は
通
高58cm

、
口
徑48cm

、
腹
深24.4cm

、
重
量44.5kg

。
乙
號
鼎
あ
る
い

は
二
號
鼎
（
①
で
は
編
號2003M

YD
:001

〈
た
だ
し
①
は
「
一
﹇
號
鼎
﹈」〉、
③

④
で
は2003M

YJ:1

）
通
高51cm

、
口
徑47cm

（
①
で
は43.5cm
）、
腹
深

22.7cm

、
重
量35.5kg

。
以
下
④
に
從
っ
て
、
乙
（
二
）
號
鼎
の
器
制
を
記
す
。

口
部
は
す
ぼ
み
、
厚
く
て
廣
い
口
沿
が
外
に
向
か
っ
て
斜
め
に
折
れ
、
四
角
形
の

立
耳
は
か
す
か
に
外
へ
よ
け
去
っ
て
い
る
。
下
腹
は
外
に
向
か
っ
て
傾
き
垂
れ
て

お
り
、
底
は
圓
く
て
廣
い
。
蹄
狀
の
足
が
三
本
あ
り
、
足
の
内
側
は
扁
平
で
あ
る
。

立
耳
の
外
側
に
は
凹
弦
紋
が
二
本
あ
り
、
口
沿
の
下
に
は
竊
曲
紋
を
一
周
飾
り
、

そ
の
間
に
は
扉
稜
（
出
っ
張
っ
た
部
分
）
が
六
つ
あ
り
、
紋
飾
を
六
グ
ル
ー
プ
に

分
か
っ
て
い
る
。
腹
部
に
は
環
帶
紋
を
一
周
飾
り
、
足
の
上
半
部
に
は
扉
稜
一
つ

と
そ
の
兩
側
の
紋
飾
と
で
構
成
さ
れ
る
獸
面
紋
が
あ
る
。

圖
一　

甲
（
一
）
號
器
器
影
（
⑥
近
出
二328

よ
り
引
用
）

圖
二　

乙
（
二
）
號
器
器
影
（
⑥
近
出
二329

よ
り
引
用
）



四
十
二
年
뎾
鼎

八
〇

圖
三

　
甲

（
一

）
號

器
銘

文
拓

影
（

⑥
近

出
二

328
よ

り
引

用
）



漢
字
學
硏
究　

第
三
號

八
一

圖
四

　
乙

（
二

）
號

器
銘

文
拓

影
（

⑥
近

出
二

329
よ

り
引

用
）



四
十
二
年
뎾
鼎

八
二

【
銘
文
】

二
件
い
ず
れ
も
有
銘
。
い
ず
れ
も
腹
内
の
壁
に
鑄
出
さ
れ
て
い
る
。
甲
（
一
）

號
鼎
銘
は
二
五
行
、
每
行
一
一
か
ら
一
三
字
、
計
二
八
〇
字
。
う
ち
合
文
四
字
。

乙
（
二
）
號
鼎
銘
は
二
五
行
、
每
行
一
〇
一
か
ら
一
三
字
、
計
二
七
八
字
。
う
ち

合
文
三
字
。
ほ
ぼ
同
銘
で
あ
る
が
、一
字
の
み
文
字
の
異
同
が
あ
る
。
ま
た
乙（
二
）

號
鼎
に
は
一
字
お
よ
び
重
文
符
號
一
つ
が
記
さ
れ
て
い
な
い
（
あ
る
い
は
銹
で
覆

わ
れ
て
看
取
で
き
な
い
）
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
た
め
甲
（
一
）
號
鼎
銘
よ
り
合
計

文
字
數
が
二
字
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
【
考
釋
】
の
項
で
觸

れ
る
。

【
銘
文
隸
定
】（
改
行
は
乙
（
二
）
號
器
銘
に
よ
る
）

隹
（
唯
）
卌
又
二
年
五
月
旣
生
霸
乙

卯
王
才
（
在
）
周
康
穆
宮
旦
王
夂
（
格
）
大

室
卽
立
（
位
）
래
（
司
）
工
滴
（
散
）
右
（
佑
）
寞
（
皓
）
뎾
入
門

立
中
廷
北
俛
（
瞠
）
尹
氏
受
（
授
）
王
過
（
賚
）
書

王
乎
（
呼
）
史

册
過
（
賚
）
뎾
王
若
曰
뎾

不
（
丕
）
顯
文
武
慕
（
膺
）
受
大
令
（
命
）
匍
有
牙
（
四
）
方

売
（
則
）
볏
隹
（
唯
）
乃
先
聖
且
（
祖
）
考
夾
맔
（
詔
）
先

王
끩
（
勳
）
堇
（
勤
）
大
令
（
命
）
奠
周
邦
余
弗
叚
（
遐
）

（
望
〈
忘
〉）
聖
人
孫
子
余
隹
（
唯
）
閘
乃
先
且
（
祖
）

考
有
끩
（
勳
）
于
周
邦
甥
余
乍
（
作
）
女
（
汝
）　　

醤
（
詢
）
余

（
肇
）
建
長
父
儁
（
侯
）
于
珮
（
楊
）
余
令
（
命
）

女
（
汝
）
奠
長
父
休
女
（
汝
）
克
奠
于

（
厥
）
穎
（
師
）

女（
汝
）隹（
唯
）克
井（
型
）乃
先
且（
祖
）考　

　

 （
闢
）
勦（

）
冐（

）

出
꿝
（
捷
）
于
井
阿
于
겴
（
伜
）
쏦
女
（
汝
）
不　

　

 

戎

女
（
汝
）　　
（
夾
）
長
父

（
以
）
追
博
（
搏
）
伐
乃
卽
宕

伐
于
弓
谷
女
（
汝
）
륫
（
執
）
냏
（
訊
）
隻
（
獲
）
졓
（
馘
）
孚
（
俘
）
器

車
馬
女
（
汝
）
꼲
（
敏
）
于
戎
工
（
攻
）
弗
逆
밾
（
朕
）
新
（
親
）
令
（
命
）

過
（
賚
）
女
（
汝
）
뾮
（
秬
）
鬯
一

田
于

（
쑉
）
卅
田
于

쐮
廿
田
뎾
낏
（
拜
）
뻪
（
稽
）
首
受
册
붯
（
賚
）

（
以
）

出
뎾
敢
對
天
子
不
（
丕
）
顯
魯
休
륽
（
揚
）

用
乍
（
作
）
쀊
彝
用

（
享
）
考
（
孝
）
于

（
前
）
文
人

其
嚴
才
（
在
）
上
帙
（
翼
）
才
（
在
）
下
穆
좲
（
穆
）
秉
明
德

豐
（
惇
）
좲
뽃
좲
降
余
康
옩
（
랝
）
屯
（
純
）
又
（
祐
）
通

（
祿
）

永
令
（
命
）
뼉
（
眉
）
壽
繛
（
綽
）
綰
繹
（
畯
）
臣
天
子

뎾
其
萬
年
無
彊
（
疆
）
子
좲
孫
永
寶
用

（
享
）

【
考
釋
】（
丸
數
字
は
前
揭
の
文
獻
番
號
を
、﹇　

﹈
は
筆
者
の
補
足
を
表
す
）

隹
（
唯
）
卌
又
二
年
五
月
旣
生
霸
乙
卯

紀
年
は
四
十
二
年
で
あ
り
、
か
つ
本
鼎
と
同
出
の
器
に
は
四
十
三
年
뎾
鼎
が
あ

る
。
西
周
の
王
で
四
十
三
年
以
上
の
在
位
期
間
を
有
す
る
の
は
、『
史
記
』
周
本

紀
に
よ
れ
ば
穆
王
（
五
十
五
年
）
か
宣
王
（
四
十
六
年
）
で
あ
る
が
、
兩
鼎
と
同

出
の
뎾
盤
に
は
文
王
か
ら
厲
王
ま
で
の
一
一
代
の
王
統
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
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『
史
記
』
周
本
紀
の
記
す
よ
う
に
在
位
年
數
四
十
六
年
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
、

ひ
と
ま
ず
宣
王
期
の
紀
年
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
西
周
の
王
號
を
生
稱
と
解
す

る
な
ら
ば
、厲
王
の
紀
年
で
あ
る
可
能
性
も
生
じ
る
。『
史
記
』周
本
紀
に
よ
れ
ば
、

厲
王
が
在
位
三
十
七
年
で
彘
に
出
奔
し
た
あ
と
、「
共
和
」の
時
代
が
十
四
年
續
き
、

共
和
十
四
年
に
厲
王
が
彘
で
死
ん
だ
の
ち
、
宣
王
が
卽
位
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
硏
究
者
の
な
か
に
は
、
共
和
を
厲
王
期
の
延
長
と
捉
え
、
本
鼎
の
「
四
十
二

年
」
を
厲
王
の
紀
年
と
解
す
る
向
き
も
あ
る
。

曆
法
面
か
ら
は
、
㉕
㉖
張
培
瑜
、
朱
鳳
翰
（
⑲
馬
承
源
等
）、
張
長
壽
（
⑲
馬

承
源
等
）、㉓
黃
盛
璋
の
よ
う
に
、本
銘
の
紀
年
紀
日
な
ら
び
に
四
十
三
年
鼎
の「
唯

卌
又
三
年
六
月
旣
生
霸
丁
亥
」
と
い
う
紀
年
紀
日
が
現
代
に
お
い
て
計
算
さ
れ
復

元
さ
れ
た
曆
表
と
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
に
せ
よ
、
宣
王
の
そ
れ
と
考
え
る
者

が
い
る
。
一
方
で
、
例
え
ば
陳
佩
芬
（
⑲
馬
承
源
等
）
の
よ
う
に
、
兩
鼎
の
紀
年

紀
日
と
復
元
曆
表
と
對
照
す
る
と
、
宣
王
期
で
は
兩
方
と
も
一
致
し
な
い
が
厲
王

期
で
は
一
つ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、本
鼎
を
厲
王
期
に
置
こ
う
と
す
る
者
も
い
る
。

こ
れ
は
つ
づ
く
共
和
の
十
四
年
間
を
厲
王
期
の
延
長
と
見
る
こ
と
で
、
兩
鼎
に
見

え
る
紀
年
紀
日
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
㉘
葉
世
渤
も
考
え
方
と
し
て
は

同
樣
の
よ
う
で
あ
る
。
⑯
周
鳳
五
も
曆
譜
や
他
器
に
見
え
る
關
連
人
名
か
ら
、
厲

王
の
紀
年
紀
日
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
し
と
す
る
。

⑭
王
輝
は
宣
王
期
の
紀
年
紀
日
と
す
る
が
、
共
和
に
つ
い
て
は
王
占
奎
の
説

（「
西
周
列
王
紀
年
擬
測
」、『
考
古
學
報
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
、
ま
た
③
陝
西
省

考
古
硏
究
所
等
）
に
從
っ
て
、
厲
王
の
延
長
で
は
な
く
宣
王
の
劈
頭
に
置
く
。
⑭

王
輝
に
よ
れ
ば
、
本
鼎
は
張
培
瑜
『
中
國
先
秦
史
曆
表
』（
齊
魯
書
社
、

一
九
八
七
年
）
で
は
宣
王
二
十
八
年
（
宣
王
四
十
二
年
―
共
和
十
四
年
）
に
相
當

し
、
月
相
も
合
う
と
い
う
。

「
共
和
」
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
史
記
』
周
本
紀
に
は
「
召
公
・
周
公
二
相
行
政
、

號
曰
〝
共
和
〞【
召
公
・
周
公
の
二
相
、
政
を
行
い
、
號
し
て
〝
共
和
〞
と
曰
ふ
】」

と
あ
り
、召
公
と
周
公
の
二
相
が
と
も
に
政
事
を
行
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

『
古
本
竹
書
紀
年
』
で
は
「
共
伯
和
干
王
位
【
共
伯
和
、
王
位
を
干お

か

す
】」
と
あ
っ

て
、
共
伯
和
が
王
位
に
卽
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
共
伯
和
を
金
文
の
「
伯
龢

父
」「
師
龢
父
」
に
當
て
る
説
や
、「
伯
龢
父
」「
師
龢
父
」
な
ど
複
數
の
王
臣
が

交
代
し
て
執
政
の
任
を
務
め
た
と
い
う
説
が
あ
る
（
白
川
靜
『
金
文
の
世
界
』、

東
洋
文
庫184

、
平
凡
社
、
第
九
章
）。
し
か
し
、「
共
和
」
と
い
う
時
代
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
、
現
在
に
至
る
ま
で
金
文
で
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
事
項
で
あ
る
。

た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
そ
の
十
四
年
間
を
獨
立
し
た
も
の
か
、
あ

る
い
は
厲
王
の
延
長
か
宣
王
の
劈
頭
に
置
く
べ
き
か
ど
う
か
は
判
斷
で
き
な
い
と

い
う
の
が
實
狀
で
あ
る
。

뎾
盤
に
お
い
て
は
、
뎾
が
王
に
忠
勤
を
勵
み
王
か
ら
恩
寵
を
得
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
の
は
、
文
王
・
武
王
に
仕
え
た
單
公
以
來
の
先
祖
考
と
先
王
と
が
代
々
同

樣
の
こ
と
を
繰
り
返
し
て
積
み
重
ね
て
き
た
こ
と
を
憶
っ
て
敍
述
し
た
と
こ
ろ
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
亡
き
先
祖
考
と
亡
き
先
王
と
の
關
係
が
そ
こ

に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
從
っ
て
、
뎾
の
皇
考
共
叔
が
仕
え
た
厲
王
は
、

西
周
の
王
號
が
生
稱
か
謚
號
か
と
い
う
問
題
は
措
く
と
し
て
も
、
뎾
が
い
ま
仕
え

て
い
る
現
王
で
は
な
く
直
近
の
先
王
で
あ
り
、
現
王
は
宣
王
、
紀
年
は
宣
王

四
十
二
年
だ
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
、
史
牆
盤
に
お
い

て
現
王
（
共
王
）
が
王
號
で
呼
ば
れ
る
先
王
（
文
王
か
ら
穆
王
）
と
は
區
別
さ
れ

「
天
子
」
と
稱
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
傍
證
と
な
る
。
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王
才
（
在
）
周
康
穆
宮
、旦
、王
夂
（
格
）
大
室
、卽
立
（
位
）。
래
（
司
）

工
滴
（
散
）
右
（
佑
）
寞
（
皓
）
뎾
、
入
門
立
中
廷
北
俛
（
瞠
）。
尹
氏

受
（
授
）
王
過
（
賚
）
書
。
王
乎
（
呼
）
史

册
過
（
賚
）
뎾
。

一
見
、
典
型
的
な
册
命
金
文
に
見
え
る
が
、
册
命
の
こ
と
に
は
一
切
言
及
せ
ず
、

以
下
、
뎾
の
軍
功
と
そ
れ
に
對
す
る
王
の
賜
與
の
こ
と
が
中
心
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
周
康
穆
宮
」
に
つ
い
て
、
⑩
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

す
な
わ
ち
、
唐
蘭
は
「
康
宮
」
は
康
王
の
廟
で
あ
り
、
康
宮
で
祭
ら
れ
る
者
は
康

王
を
始
祖
と
し
、
彼
を
繼
い
だ
昭
王
を
昭
、
穆
王
を
穆
と
し
、
穆
王
の
廟
が
康
穆

宮
で
、
共
王
を
あ
ら
た
め
て
昭
と
、
懿
王
を
穆
と
し
、
孝
王
を
昭
と
、
夷
王
を
穆

と
し
、
厲
王
を
昭
と
、
宣
王
を
穆
と
す
る
と
説
く
（
杜
勇
・
沈
長
雲
『
金
文
斷
代

方
案
探
微
』、
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
が
、
わ
れ
わ
れ
は
宣
王
が
﹇
賞
賜

や
册
封
典
禮
の
前
に
﹈
居
住
す
る
宮
室
だ
と
み
な
す
、
と
。
ま
た
⑩
劉
懷
君
・
辛

怡
華
・
劉
棟
は
、「
册
命
の
禮
の
前
夜
、
周
王
が
康
宮
あ
る
い
は
康
某
宮
」
に
留

ま
り
、
臣
下
に
對
し
て
行
う
賞
賜
あ
る
い
は
册
封
の
典
禮
は
、
一
般
的
に
は
夜
明

け
に
な
る
の
を
待
っ
て
か
ら
廟
中
の
太
室
に
行
っ
て
擧
行
し
て
い
た
こ
と
を
、
西

周
青
銅
器
銘
文
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、「
康
宮
あ
る
い
は

康
某
宮
」
な
ど
の
宮
は
宮
室
で
は
な
く
や
は
り
宮
廟
で
あ
ろ
う
し
、
宮
廟
内
に
大

室
が
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
説
に
は
從
い
が
た
い
。
佐
藤
信

弥
は
「
康
昭
宮
」「
康
穆
宮
」
な
ど
「
康
」
字
の
下
に
王
號
の
つ
い
た
宮
を
、
康

宮
の
敷
地
内
に
附
設
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
別
の
場
所
に
造
營
さ
れ
て
康
宮
の
統

屬
下
に
入
っ
た
廟
宮
だ
と
み
な
す
（『
西
周
期
に
お
け
る
祭
祀
儀
禮
の
硏
究
』、
朋

友
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
〇
四
頁
）。

「
寞
（
皓
）
뎾
」
と
、
뎾
は
王
か
ら
授
か
っ
た
皓
官
を
も
っ
て
自
身
を
稱
し
て

い
る
。
뎾
が
王
か
ら
皓
官
・
林
官
な
ど
王
室
財
政
に
關
わ
る
諸
官
に
任
命
さ
れ
た

こ
と
は
、
뎾
盤
と
四
十
三
年
뎾
鼎
に
見
え
る
。

「
尹
氏
」
は
ま
た
師
꽐
簋
（
集
成4324-25

、
通
釋189

）
や
弭
叔
簋
（
集
成

4253-54

）
に
、
本
鼎
と
同
じ
く
册
命
を
司
っ
て
い
る
官
名
と
し
て
見
え
る
。

「
過
（
賚
）
書
」
の
過
を
、李
學
勤
は
「
붯
」
と
隸
定
し
「
釐
」
と
讀
ん
で
「
賞

賜
」
の
意
と
す
る
。
⑮
連
劭
名
は
さ
ら
に
、『
詩
』﹇
大
雅
・
﹈
江
漢
「
釐
爾
圭

【
爾
に
圭

を
釐
は
ん
】」
の
毛
傳
に
「
釐
、
賜
也
」
を
擧
げ
て
證
と
し
、
字
は
ま

た
「
賚
」
に
作
る
と
し
て
、『
爾
雅
』
釋
詁
の
「
賚
﹇
…
﹈、賜
也
」
を
引
い
て
い
る
。

⑦
李
零
は
「
붯
（
厂
を
除
く
形
）」
と
隸
定
し
て
「
賚
」
と
讀
む
。
孫
亞
冰
は
「
붯
」

と
隸
定
し
、
文
獻
で
は
「
賚
」「
釐
」
に
作
り
、
多
友
鼎
の
「
붯
女
賜
女
」
な
ど

を
引
い
て
賜
與
の
義
と
す
る
。

「
붯
」
は
字
書
に
は
見
え
な
い
が
、
諸
家
の
よ
う
に
「
釐
」
あ
る
い
は
「
賚
」

い
ず
れ
に
も
讀
ん
で
よ
い
。「
釐
」
は
『
説
文
』
十
三
下
里
部
に
は
「
釐
、家
福
也
。

从
里
刔
聲
」
と
あ
り
、
刔
が
聲
符
で
あ
る
。『
説
文
』
六
下
貝
部
「
賜
也
」
と
あ

る
「
賚
」
に
通
じ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
鼎
で
は
賜
與
の
義
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
な
い
。

な
お
、
⑦
李
零
は
「
尹
氏
受
王
過
書
」
を
「
王
が
뎾
に
對
し
て
册
賞
す
る
册
書

を
、
尹
氏
が
뎾
に
授
與
す
る
」
と
解
す
る
。
し
か
し
、「
尹
氏
が
王
に
過
書
（
賜

與
式
の
次
第
を
記
し
た
册
書
）
を
授
け
、王
が
史

を
呼
ん
て
﹇
過
書
﹈
を
渡
し
、

뎾
に
册
過
（
册
書
讀
み
上
げ
に
よ
る
賜
與
）
さ
せ
る
」
と
讀
む
べ
き
で
、
尹
氏
が

過
書
を
뎾
に
授
與
す
る
の
で
は
な
く
、
過
書
は
ま
ず
尹
氏
が
王
に
授
け
、
王
か
ら

呼
ば
れ
た
史

に
手
渡
し
て
뎾
へ
の
册
過
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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「
史

」
の
名
は
ま
た
닄
盤
（
集
成10172

、
通
釋177

）
に
見
え
る
。
以
下
、

そ
の
冒
頭
の
み
を
引
い
て
お
く
。

　

  「
隹（
唯
）廿
又
八
年
五
月
旣
望
庚
寅
、王
才（
在
）周
康
穆
宮
。
旦
王
各（
格
）

大
室
卽
立（
位
）。
宰
橇
右（
佑
）
닄
入
門
立
中
廷
北
俛（
瞠
）。
史　

  

受（
授
）

王
命
書
、王
乎
（
呼
）
史

册
易
（
賜
）。」【
唯
れ
廿
又
八
年
五
月
旣
望
庚
寅
、

王
、
周
康
穆
宮
に
在
り
。
旦
に
王
、
大
室
に
格
り
て
位
に
卽
く
。
宰
橇
、
닄

を
佑
け
て
門
に
入
り
て
中
廷
に
立
ち
北
瞠
す
。
史　

  

、
王
に
命
書
を
授
く
。

王
、
史

を
呼
び
て
册
（
賜
）
せ
し
む
。】

こ
の
引
用
部
分
よ
り
下
は
、
服
飾
・
車
馬
具
・
武
器
と
い
っ
た
賜
與
品
が
竝
び
、

そ
れ
ら
を
닄
に
「
册
易
（
賜
）」
す
る
内
容
で
、
こ
こ
で
も
史

は
册
賜
の
こ
と

を
司
っ
て
お
り
、
本
鼎
の
「
史

」
と
同
一
人
物
と
見
て
よ
い
。
内
容
も
本
鼎
と

類
似
し
、
ま
た
賜
與
式
の
地
點
も
同
じ
「
周
康
穆
宮
」
で
あ
る
。

金
文
で
通
常
「
た
ま
う
」
意
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
「
易
（
賜
）」
字
で
は

な
く
、「
過
（
賚
）」
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
區
別
が
あ
り
、
臣
下
が
戰
爭
に
お

い
て
軍
功
を
擧
げ
、
王
に
戰
利
品
を
獻
上
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
王
が
臣
下
に
賜

與
を
行
う
際
に
「
過
」
字
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
（
佐
藤
信
弥
前
揭

書
、
四
六
〜
四
七
頁
）。

王
若
曰
、뎾
、不
（
丕
）
顯
文
武
、慕
（
膺
）
受
大
令
（
命
）、匍
有
牙
（
四
）

方
、
売
（
則
）
볏
隹
（
唯
）
乃
先
聖
且
（
祖
）
考
、
夾
맕
（
詔
）
先
王
、

끩
（
勳
）
堇
（
勤
）
大
令
（
命
）、奠
周
邦
。
余
弗
叚
（
遐
）
（
望
〈
忘
〉）

聖
人
孫
子
、
余
隹
（
唯
）
閘
乃
先
且
（
祖
）
考
有
끩
（
勳
）
于
周
邦
。

「
叚
（
遐
）

（
望
〈
忘
〉）」
は
、
他
の
金
文
、
例
え
ば
禹
鼎
（
集
成2833

、

通
釋162

）
に
「
甥
武
公
亦
弗
叚
（
遐
）
望
賸
（
朕
）
聖
祖
考
幽
大
叔
・
懿
叔
【
甥

に
武
公
も
亦
た
朕
が
聖
祖
考
幽
大
叔
・
懿
叔
を
遐
望
せ
ず
】」
と
あ
り
、
白
川
靜

は
「『
詩
』
周
南
・
汝
墳
に
見
え
る
遐
棄
と
同
じ
」（
同
上
）
と
す
る
。
そ
の
詩
に

「
旣
見
君
子
、
不
我
遐
棄
【
旣
に
君
子
を
見
る
、
我
を
遐
棄
せ
ず
】」
と
あ
り
、
毛

傳
に
「
遐
、
遠
也
」
と
言
う
。「

（
望
）」
は
「
忘
」
の
假
借
。
本
銘
の
「
弗
遐

（
望
）」
は
「
疎
遠
に
し
た
り
忘
れ
去
っ
た
り
し
な
い
」
と
意
に
解
せ
よ
う
。

「
閘
」
を
、
⑩
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は
「
閉
」
と
隸
定
し
、
四
十
三
年
鼎

に
「
餘
唯
經
乃
先
且
（
祖
）
考
、
又
爵
于
周
邦
」
と
句
の
意
味
が
近
く
、「
閉
」

を
經
過
（
へ
る
）・
遵
循
（
し
た
が
う
）・
惦
念
（
氣
に
か
け
る
）
の
意
に
と
る
。

⑮
連
劭
名
も
「
閉
」
と
隸
定
す
る
が
「
必
」
と
讀
ん
で
、
四
十
三
年
鼎
な
ど
他
の

金
文
の
類
似
の
用
例
か
ら
「
經
」
の
意
と
す
る
。
⑬
孫
亞
冰
は
「

」
と
釋
し
、

郭
沫
若
の
説
（『
兩
周
金
文
辭
大
系
』
釋
篇
「
毛
公
鼎
」
第
一
三
六
葉
）
に
從
っ

て
『
説
文
』﹇
十
上
火
部
﹈
の
「
剃
（
段
注
は
痘
の
誤
り
と
す
る
）」
の
假
借
で
、『
説

文
』﹇
八
下
見
部
﹈
に
「
察
視
也
」
と
訓
ず
る
「
柵
」
字
に
當
て
る
。
⑧
李
學
勤

は
「
閘
」
と
隸
定
し
「
狎
」
と
讀
む
。
そ
し
て
『
爾
雅
』
釋
詁
﹇
下
﹈
に
「
狎
、

習
也
」
と
あ
る
の
に
從
い
、
本
句
を
「
뎾
の
先
代
が
周
に
功
勞
あ
っ
た
こ
と
を
習

知
し
て
い
る
（
な
れ
知
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
「
よ
く
よ
く
知
っ
て
い
る
」
く
ら
い

の
意
だ
ろ
う
）」
と
い
う
意
に
解
す
る
。
⑦
李
零
も
「
閘
」
と
隸
定
し
「
狎
」
と

讀
む
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
意
味
は
『
爾
雅
』
釋
詁
下
の
「
狎
、習
也
」
に
從
う
。

⑯
周
鳳
五
も
同
樣
で
、『
禮
記
』
檀
弓
下
「
狎
則
入
哭
」
の
鄭
注
に
「
狎
、
相
習

知
者
」
と
あ
る
訓
に
從
っ
て
「
熟
知
」
と
い
う
現
代
語
譯
を
與
え
て
い
る
。

字
は
門
と
干
支
の
甲
（
十
字
形
）
に
从
い
、「
閘
」
と
隸
定
す
べ
き
で
あ
る
。
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本
銘
の
「
余
隹
（
唯
）
經
乃
先
且
（
祖
）
考
、
又
（
有
）
끩
（
勳
）
于
周
邦
」
と

い
う
句
は
ま
た
、
同
出
の
뎾
盤
や
四
十
三
年
뎾
鼎
に
も
見
え
、
他
の
金
文
に
も
類

似
の
句
が
あ
り
、「
閘
」
を
「
經
」「
經
念
」
に
作
る
（
拙
稿
「
뎾
盤
」
參
照
）。

そ
れ
ゆ
え
、「
經
」「
經
念
」
す
な
わ
ち
「
お
も
う
」
と
も
讀
め
そ
う
だ
が
、
如
何

せ
ん
字
を
異
に
す
る
の
で
、
意
は
似
て
は
い
る
だ
ろ
う
が
區
別
が
あ
る
と
見
た
ほ

う
が
よ
い
。
⑧
李
學
勤
・
⑦
李
零
・
⑯
周
鳳
五
の
解
釋
に
從
っ
て
「
よ
く
よ
く
知
っ

て
い
る
」
と
い
う
意
に
取
っ
て
お
く
。

な
お
、
豆
閉
簋
（
集
成4276
、
通
釋109

）
の
作
器
者
は
從
來
「
豆
閉
」
と
釋

さ
れ
て
き
た
。
該
器
に
は「
閉
」と
さ
れ
る
字
が
四
度
現
れ
、「　

　

」「　

   

」「　
　
」

「　
　

」
と
記
さ
れ
お
り
、
四
つ
目
が
は
っ
き
り
見
え
な
い
の
を
除
け
ば
、
他
の

三
つ
は
本
鼎
の
字
と
一
致
し
て
い
る
。
先
に
擧
げ
た
「
閉
」
と
隸
定
す
る
説
は
こ

の
例
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
本
鼎
の
用
例
に
よ
っ
て
、
從
前
の
「
豆
閉
」
は

「
豆
閘
」
と
讀
み
換
え
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
う
。

「
有
끩
于
周
邦
」
に
つ
い
て
、
本
誌
第
二
號
所
收
の
拙
稿
「
뎾
盤
」
で
は
觸
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
附
記
す
る
。
二
〇
〇
六
年
に
世
に
公

に
さ
れ
た
柞
伯
鼎
（
近
出
二327

）
で
は
、
同
句
を
「
又
（
有
）
共
于
周
邦
」
と

記
し
て
お
り
（「
共
」
は
二
本
の
縱
線
を
兩
手
で
捧
げ
る
形
）、
朱
鳳
瀚
は
「
功
」

に
通
ず
る
と
す
る
（「
柞
伯
鼎
與
周
公
南
征
」、『
文
物
』
二
〇
〇
六
年
第
五
期
）。

こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、「
끩
（
勳
）」
は
「
共
」
の
異
體
・
繁
體
で
、音
は
「
啗

き
ょ
う（

棘
）」

と
見
な
し
う
る
可
能
性
も
生
じ
る
。
た
だ
、
な
お
同
じ
意
を
表
す
異
な
る
字
と
も

考
え
う
る
と
思
う
。「
勳
」
と
讀
ん
で
も
「
共
」
と
釋
し
て
「
勞
」
と
讀
ん
で
も
、

意
味
は
變
わ
ら
な
い
か
ら
、い
ま
「
끩
」
に
つ
い
て
は
「
勳
」
と
釋
し
「
勳
功
」「
勳

勞
」
の
義
と
し
て
お
く
。

甥
余
乍
（
作
）
女
（
汝
）　     

醤
（
詢
）。

乙
（
二
）
號
鼎
で
は
四
字
目
の
「
女
」
字
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
空
格
と
な
っ

て
い
る
。

　

   

を
、
⑦
李
零
は
早
期
の
「
朝
」
字
が
多
く
は
川
あ
る
い
は
水
に
从
う
（『
金

文
編
』、﹇
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
、﹈
四
六
〇
〜
四
六
一
頁
）
と
し
て
「
朝
」
と

釋
し
、
本
句
を
「﹇
汝
﹈
뎾
が
朝
見
す
る
な
ら
ば
、
い
つ
も
﹇
余
は
﹈
汝
に
政
事
を

問
う
」
と
い
う
意
に
解
す
る
。「
朝
」
字
に
川
あ
る
い
は
水
に
从
う
も
の
が
あ
る
の

は
事
實
だ
が
、
字
は
「
朝
」
に
は
見
え
な
い
し
、
よ
し
ん
ば
そ
う
釋
し
え
て
も
、

本
句
を
上
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
難
が
あ
る
。
義
未
詳
と
し
て
措
い
て
お
く
。

余

（
肇
）
建
長
父
儁
（
侯
）
于
珮
（
楊
）。
余
令
（
命
）
女
（
汝
）
奠

長
父
、
休
。
女
（
汝
）
克
奠
于

（
厥
）
穎
（
師
）。

本
段
で
は
、
王
命
に
よ
っ
て
、
長
父
と
彼
に
つ
き
從
う
뎾
が

に
對
す
る
征

伐
遂
行
の
前
に
行
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

「
長
父
」
を
、
⑧
李
學
勤
は
王
の
子
弟
と
し
、『
史
記
』
鄭
世
家
に
「
宣
王

二
十
二
年
封
諸
弟
友
于
鄭
」を
引
い
て
、宣
王
期
に
は
な
お
も
分
封
の
こ
と
が
あ
っ

た
と
す
る
。
㉑
董
珊
は
『
新
唐
書
』
宰
相
世
系
表
に
「
楊
氏
出
于
姫
姓
、
周
宣
王

子
尚
父
封
爲
楊
侯
」
と
あ
る
尚
父
だ
ろ
う
と
す
る
。
⑬
孫
亞
冰
・
㉔
田
率
も
同
じ
。

⑧
李
學
勤
の
言
う
よ
う
に
王
の
子
弟
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
り
、
あ
る
い
は
宣
王

の
子
尚
父
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
典
據
が
『
新
唐
書
』
と
な
る
と
、
あ
ま

り
に
時
代
に
隔
絶
が
あ
り
過
ぎ
て
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。
⑯
周
鳳
五
は
本
鼎
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を
厲
王
期
と
す
る
立
場
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、『
呂
氏
春
秋
』當
染
に「
周

厲
王
染
於

公
長
父
・
榮
夷
終
【
周
の
厲
王
、

公
長
父
・
榮
夷
終
に
染
ま
る
】」

と
あ
る

公
長
父
に
比
定
す
る
。
尚
父
に
せ
よ

公
長
父
に
せ
よ
、
本
鼎
の
長
父

と
同
定
で
き
る
確
證
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
し
、
い
た
ず
ら
に
金
文
の
人
名
を
文

獻
の
人
名
に
比
定
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
文
獻
に
見

え
る
特
定
の
人
名
に
は
當
て
ず
、
單
に
人
名
と
だ
け
し
て
お
く
。

「
珮
（
楊
）」
字
は
「
蛟
」
と
「
木
」
が
上
下
に
配
置
さ
れ
る
形
だ
が
、「
柳
」「
杞
」

字
が
ま
た
金
文
で
は
「
木
」
と
「
卯
」、「
木
」
と
「
己
」
が
上
下
に
配
置
さ
れ
て

い
る
形
が
あ
る
（『
金
文
編
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
、
三
九
一
頁
）
こ
と
か

ら
、
上
下
が
逆
に
な
っ
て
お
り
、「
日
」
も
字
形
に
ふ
く
ま
れ
な
い
が
、「
楊
」
字

と
解
し
て
お
く
。
こ
こ
で
は
地
名
で
あ
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
な
い
。

『
國
語
』鄭
語
に
、宣
王
の
諸
弟
で
あ
る
桓
公
が
司
徒
で
あ
っ
た
と
き（
幽
王
期
）、

成
周
の
西
に
あ
っ
た
姫
姓
八
國
「
皓
・

・
晉
・
隗
・
霍
・
楊
・
魏
・
芮
」
の
一

つ
と
し
て
、
そ
の
名
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、『
漢
書
』
地
理
志
上
・
河
東
郡
の
項

に
あ
る
楊
縣
の
顔
師
古
注
に
い
う
「
楊
侯
國
」
で
あ
ろ
う
。『
水
經
注
』
卷
六
に

も
「
汾
水
又
南
過
楊
縣
東
…
、
應
劭
曰
、
故
楊
侯
國
【
汾
水
又
た
南
の
か
た
楊
縣

の
東
を
過
る
…
、
應
劭
曰
く
、
故も

と

の
楊
侯
國
と
】」
と
言
う
。
い
ま
の
山
西
省
洪

洞
縣
の
東
南
に
當
た
り
、
晉
侯
の
居
地
で
あ
る
唐
（
山
西
省
翼
城
縣
）
と
近
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
㉑
董
珊
は
本
鼎
の
「
楊
」
を
こ
の
楊
國
に
比
定
し
、
長
父
が
封
じ

ら
れ
た
の
が
姫
姓
の
楊
國
の
始
め
（
そ
の
前
に
は

姓
の
楊
國
が
あ
っ
た
）
と
説

く
。
⑬
孫
亞
冰
も
そ
の
地
は
山
西
省
洪
洞
縣
東
南
の
范
村
に
位
置
す
る
と
説
く
。

⑫
周
曉
陸
も
『
漢
書
』
地
理
志
上
・
河
東
郡
の
楊
縣
と
み
な
す
。

一
方
、
㉙
田
率
の
よ
う
に
陝
西
周
原
に
「
楊
」
を
置
く
者
も
い
る
。
㉙
田
率
に

よ
れ
ば
、
そ
の
根
據
は
次
の
通
り
。
一
、
西
周
時
代
、
扶
風
・
眉
縣
・
岐
山
一
帶

は
民
族
混
居
し
て
、
戎
狄
氐
羌
各
族
の
境
界
が
入
り
交
じ
り
、
周
王
朝
と
し
ば
し

ば
軍
事
衝
突
し
て
い
た
。
二
、『
國
語
』
周
語
﹇
上
﹈
に
「（
宣
王
）
三
十
九
年
、

戰
于
千
畝
、王
師
敗
積
于
羌
氏
之
戎
【（
宣
王
）
三
十
九
年
、千
畝
に
戰
ふ
、王
師
、

羌
氏
之
戎
に
敗
積
す
】」
と
言
う
「
千
畝
」
は
、
い
ま
の
山
西
臨
汾
縣
南
の
地
で

は
な
く
、「
爲
戎
所
伐
、戰
于
近
郊
【
戎
の
伐
つ
所
と
爲
り
、近
郊
に
戰
ふ
】」（『
詩
』

折
父
の
孔
疏
に
引
く
孔
晁
の
言
）、『
左
傳
』
莊
公
十
一
年
「
京
師
敗
曰
王
師
敗
積

于
某
【
京
師
の
敗
る
る
を
、
王
師
、
某
に
敗
積
す
と
曰
ふ
】」
と
あ
る
よ
う
に
、

王
都
鎬
京
以
西
の
周
原
一
帶
と
考
え
ら
れ
る
。
三
、
宣
王
期
の

の
脅
威
は
宗

周
か
ら
來
た
。
四
、
西
周
王
朝
の
世
族
で
あ
っ
た
뎾
一
族
の
青
銅
器
の
窖
藏
が
そ

の
居
邑
の
位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
眉
縣
か
ら
い
く
つ
か
出
土
し
て
お
り
、
뎾
が

王
命
を
奉
じ
長
父
を
輔
佐
し
て
出
軍
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
楊
」
地
が

窖
藏
出
土
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
彭
裕
商
（「
周
伐

及
相

關
問
題
」、『
歷
史
硏
究
』
二
〇
〇
四
年
第
三
期
）
が
推
測
す
る
よ
う
に
陝
西
に
は

楊
字
の
付
く
地
名
が
多
く
、
本
鼎
の
窖
藏
出
土
地
も
「
楊
家
村
」
で
あ
り
、
こ
こ

が
楊
國
の
故
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑯
周
鳳
五
は
多
友
鼎
に

邑
（
筆
者
注
：『
漢
書
』
地
理
志
上
・
右
扶
風
の
「
栒

邑
」
縣
）
か
ら

を
追
い
「
楊
冢
に
至
る
」
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
兩
地
は
さ

ほ
ど
隔
た
っ
て
は
お
ら
ず
、
李
仲
超
の
説
（「
也
釋
多
友
鼎
銘
文
」（『
人
文
雜
誌
』

一
九
八
二
年
第
二
期
、
九
五
頁
〜
九
九
頁
）
に
從
っ
て
、
い
ま
の
陝
西
﹇
省
﹈
隴

縣
西
・
甘
肅
﹇
省
﹈
華
亭
﹇
縣
﹈
南
一
帶
に
位
置
す
る
と
み
な
し
、「
楊
」
は
鎬

京
の
西
北
に
あ
る
と
す
る
。
周
氏
は
陝
西
に
置
く
が
周
原
よ
り
も
北
部
に
位
置
す

る
と
考
え
て
い
る
。
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「
楊
」
を
前
漢
代
の
河
東
郡
楊
縣
（
山
西
省
洪
洞
縣
東
南
）
に
比
定
す
る
説
は
、

一
九
九
二
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
山
西
省
曲
沃
縣
天
馬
―
曲
村
遺
址
で
發
掘
さ
れ

た
晉
侯
と
そ
の
夫
人
の
墓
地
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
墓
主
の
晉

侯
と
は
晉
穆
侯
で
、
在
位
期
間
は
西
周
の
宣
王
十
七
年
か
ら
四
十
三
年
だ
か
ら
、

ま
さ
し
く
本
鼎
と
同
時
期
の
諸
侯
で
あ
る
。
夫
人
の
墓
（M

63

）
か
ら
は

一
九
九
三
年
に
楊

壺
と
い
う
青
銅
器
が
二
件
出
土
し
た
が
、
そ
の
銘
文
に
記
さ

れ
た
「
楊

」
の
「
楊
」
を
晉
と
同
じ
山
西
に
あ
る
晉
國
の
近
鄰
に
比
定
す
る
の

で
あ
る
。
も
と
は

姓
國
で
あ
っ
た
が
滅
び
、
本
鼎
に
見
え
る
長
父
の
封
建
を
姫

姓
の
楊
國
初
封
と
解
す
る
硏
究
者
が
存
在
す
る
（
⑧
李
學
勤
）。

筆
者
は
㉙
田
率
や
⑯
周
鳳
五
と
同
じ
く
陝
西
に
比
定
す
る
の
が
お
そ
ら
く
妥
當

で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、「
楊
」
の
地
望
問
題
に
つ
い
て
は
、
の
ち
の
參
考
の

項
で
他
の

征
伐
に
關
連
す
る
金
文
お
よ
び
『
詩
』
の
記
事
（
い
ず
れ
も
い
く

つ
か
の
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
）
を
擧
例
し
つ
つ
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

「
奠
長
父
」に
つ
い
て
、⑧
李
學
勤
は
長
父
の
封
地
の
境
界
を
定
め
た
と
解
す
る
。

⑭
王
輝
は
「
奠
」
を
「
尊
」
の
譌
字
と
し
て
「
尊
長
父
休
」
と
斷
句
し
、「
長
父
（
尚

父
）
の
休
美
を
敬た

っ
と重

ぶ
」
と
解
す
る
。
⑭
王
輝
の
よ
う
に
「
奠
」
を
「
尊
」
の
譌

字
と
見
る
こ
と
は
、
本
銘
の
上
文
に
「
奠
周
邦
」
と
あ
っ
て
採
り
が
た
く
、
や
は

り
「
奠
」
字
と
解
す
べ
き
で
、「
余
、
汝
に
命
じ
て
長
父
を
奠
め
し
む
」
と
讀
む

べ
き
で
あ
る
が
、
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
定
め
る
の
か
は
、
銘
文
か
ら
は

ま
っ
た
く
判
然
と
し
な
い
。
⑧
李
學
勤
の
よ
う
な
解
釋
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
뎾

が
王
か
ら
命
ぜ
さ
れ
て
長
父
の
先
導
を
務
め
、
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る

征
伐
に

當
た
っ
て
長
父
を
そ
の
封
地
「
楊
」
に
よ
く
定
居
さ
せ
た
、
と
い
う
意
味
で
は
な

い
か
、
と
筆
者
は
解
し
た
い
。

「
休
」
に
つ
い
て
、
⑬
孫
亞
冰
は
史
頌
鼎
（
集
成2787-88

、
通
釋138

）・
史

頌
簋
（
集
成4229-36

、
通
釋138

）・
師
害
簋
の
「
休
有
成
事
」（
筆
者
注
：
師

害
簋
で
は
「
休
厥
成
事
」）、師
닄
簋
（
集
成4313

、通
釋178

）
の
「
休
旣
有
功
」、

蔡
侯
紐
鐘
（210-18

、
通
釋212e

）
の
「
休
有
成
慶
」
と
い
っ
た
成
語
の
省
略
形

で
は
な
い
か
と
言
う
。
他
に
『
詩
』
周
頌
・
載
見
に
は
「
休
有
烈
光
」
と
言
い
、

鄭
箋
は
「
休
者
、
休
然
盛
壯
」
と
注
し
て
い
る
。『
爾
雅
』
釋
詁
下
に
は
「
美
也
」

と
訓
じ
て
お
り
、「
休
」
と
は
「
さ
か
ん
に
」「
う
る
わ
し
く
」、つ
ま
り
「
立
派
に
」

の
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
⑬
孫
亞
冰
が
指
摘
す
る
よ
う
に
上
揭
の
成
語
の
省
略
形

と
考
え
、「
立
派
に
事
を
成
し
遂
げ
た
」「
立
派
に
功
績
を
擧
げ
た
」
と
い
っ
た
意

に
解
し
て
お
く
。
兮
甲
盤
（
集
成10174

、
通
釋191

）
に
王
が

征
伐
に
赴

い
た
際
、「
兮
甲
從
王
、
折
首
륫
（
執
）
냏
（
訊
）、
休
亡
喋
（
泯
）【
兮
甲
、
王

に
從
い
、折
首
執
訊
あ
り
、休
に
し
て
泯つ

き
る
こ
と
亡
し
】」
と
あ
り
、不
뒲
簋
（
集

成4328-29

、通
釋193

）
に
「
戎
大
同
從
追
女
（
汝
）、女
（
汝
）
彶
、戎
大
頗
똤
、

女
（
汝
）
休
、
弗
以
我
車
粲
（
陷
）
于
稙
（
艱
）【
戎
、
大
い
に
同あ

つ

ま
り
汝
を
從

追
せ
し
に
、
汝
、
彶

つ
つ
しめ

り
。
戎
、
大
い
に
敦
搏
せ
し
に
、
汝
、
休
あ
り
、
我
が
車

を
以
て
艱
に
陷
ら
し
め
ず
】」
と
あ
る
の
も
、
本
鼎
と
類
似
あ
る
い
は
同
樣
の
用

例
で
あ
る
。

「
克
奠
于

（
厥
）
穎
（
師
）」
に
つ
い
て
、⑦
李
零
は
、「
穎
（
師
）」
は
「
師
氏
」

の
「
師
」
と
は
異
な
り
、「
西
六
穎
（
師
）」「
殷
八
穎
（
師
）」
の
「
穎
（
師
）」
で
、

駐
屯
の
意
、
뎾
が
楊
侯
の
居
を
駐
屯
地
に
定
め
た
と
解
す
る
。
⑬
孫
亞
冰
も
克
鐘

（
集
成204-07

、
通
釋171

）
の
「
京
穎
」﹇「
至
于
京
穎
」﹈、
小
臣
單

（
集
成

6512

、
通
釋9
）
の
「
成
穎
」﹇「
在
成
穎
」﹈
や

뗻

（
集
成5419-20

、
通
釋

91b

）
の
「
古
穎
」﹇「
戍
于
古
穎
」﹈
を
擧
げ
、
本
句
を
「
そ
の
（
楊
の
）
軍
隊
の
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駐
屯
地
を
よ
く
定
め
た
」
と
解
す
る
。
⑭
王
輝
は
「
奠
」
字
と
「
尊
」
字
は
字
形

が
近
く
混
用
さ
れ
る
と
し
て
、「
そ
の
（
뎾
の
）
師
（
君
長
）
を
よ
く
尊
敬
し
た
」

と
解
す
る
一
方
、「
そ
の
（
長
父
の
）
軍
隊
を
よ
く
安
定
し
た
」
と
解
釋
し
て
も

通
じ
う
る
よ
う
だ
と
す
る
。

「
穎
」
が
駐
屯
地
を
意
味
す
る
場
合
は
、
上
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
例
を
ふ
く
め
、

旅
鼎
（
集
成2728
、
通
釋5

）「
在
犠
穎
」、
맕
尊
（
集
成6004

、
通
釋43

）「
在

炎
穎
」、
小
臣
븘
簋
（
集
成4238

・2

、
通
釋63

）「
在
牧
穎
」
な
ど
、「
穎
」
の

上
に
地
名
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で（
通
釋
卷
七
語
彙
索
引
一
六
三
頁
）

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
鼎
の
「
穎
」
字
は
軍
隊
を
意
味
す
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
地
名
を
冠
し
た
「
穎
」
は
、競

（
集
成5425

、87

）
に
「
隹
（
唯
）

白
逃
父

（
以
）
成
穎
（
師
）
卽
東
命
戍
南
尸
（
夷
）【
唯こ

れ
、
白
逃
父
、
成
師

を
以ひ

き

ゐ
て
東
に
卽
き
、
命
ぜ
ら
れ
て
南
夷
を
戍
る
】」
と
あ
り
、
軍
隊
を
指
す
用

例
も
存
在
す
る
。
本
鼎
の
「
汝
、
克
く
そ
の
穎
（
師
）
を
さ
だ
め
た
」
と
は
、
뎾

が

征
伐
に
當
た
っ
て
自
身
の
率
い
る
軍
隊
の
編
制
や
裝
備
を
よ
く
整
え
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

女
（
汝
）
隹
（
唯
）
克
井
（
型
）
乃
先
且
（
祖
）
考
、　　

 

勦
（

）
冐
（

）、

出
꿝
（
捷
）
于
井
阿
于
겴
（
伜
）
쏦
。
女
（
汝
）
不　

　

 

戎
。
女
（
汝
）

　
　
（
夾
）
長
父

（
以
）
追
博
（
搏
）
伐
、
乃
卽
宕
伐
于
弓
谷
。

「
女
（
汝
）
隹
（
唯
）
克
井
（
型
）
乃
先
且
（
祖
）
考
」
の
「
井
」
字
を
、乙
（
二
）

號
器
で
は
「
弗
」
に
作
る
が
、
例
え
ば
師
른
鼎
（
集
成2830

、
通
釋10

）
に
「
用

井
（
型
）
乃
聖
且
（
祖
）
考
깶
明
、
별
辟

（
前
）
王
、
事
余
一
人
【
乃
の
聖
祖

考
の
隣
明
に
し
て
、
별も

と

よ
り
前
王
に
辟つ

か

へ
し
に
型
り
、
余
一
人
に
事
へ
よ
】」
と

あ
る
の
と
同
じ
用
例
で
あ
る
か
ら
、「
井
」
字
の
誤
り
と
見
て
よ
い
。

「       

」
は
乙
（
二
）
號
鼎
の
字
で
、
甲
（
一
）
號
鼎
で
は
「       

」
と
銘
し

て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
判
讀
し
づ
ら
い
。
⑧
李
學
勤
は
、
上
部
は
壞
損
し
て
い
る

が
、
下
部
の
形
か
ら
す
る
と
「
闢
」
で
は
な
い
か
と
す
る
。
⑨
裘
錫
圭
も
「
闢
」

と
釋
し
、こ
こ
で
は

を
「
屏
除
（
し
り
ぞ
け
る
、の
ぞ
く
）」
の
意
と
み
な
す
。

⑬
孫
亞
冰
も
「
闢
」
と
釋
す
る
が
、「
ひ
ら
く
」
の
意
で

の
兵
力
を
二
箇
所
（
井

阿
と
겴
蛭
）
に
「
分わ

け開
る
」
と
解
す
る
。
⑩
劉
懷
君
等
②
陝
西
省
考
古
硏
究
所
等

の
釋
文
で
は
、「
兵
」
と
釋
し
て
「
攻
打
」
と
訓
ず
る
。
⑭
王
輝
は
上
部
を
「
非
」

と
見
て
「
排
」
す
な
わ
ち
「
排
擊
」
の
義
と
解
す
る
が
、
ま
た
「
戒
」
と
釋
し
て

「
警
戒
防
備
」
の
意
と
解
し
て
も
通
ず
る
と
す
る
。
㉙
田
率
は
「
撲
」
と
釋
し
、

劉
釗
の
説
に
從
っ
て
「
滅
」
の
意
と
す
る
（
劉
釗
の
説
に
つ
い
て
は
本
誌
第
二
號

所
收
の
拙
稿
「
뎾
盤
」
九
五
頁
、
ま
た
本
誌
本
號
所
收
の
「
古
文
字
學
硏
究
文
獻

提
要
」
を
參
照
）。

⑨
裘
錫
圭
は
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
説
く
。

　

  

下
半
部
は
「　

 

」
で
、
兩
手
の
甲
を
向
か
い
合
わ
せ
た
﹇
形
﹈
に
象
っ
て

い
る
。「　

    

」
の
上
半
部
は
殘
壞
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
門
旁
の
殘

畫
と
す
べ
き
で
あ
る
。『
説
文
』﹇
十
二
上
門
部
﹈
の
「
闢
」
字
の
下
に
は
「
門

に
从
い　

 

に
从
う
」
或
體
﹇「　

    

」﹈（
あ
る
い
は
古
文
と
い
う
）
を
收
め
、

西
周
銅
器
の
﹇
大
﹈
盂
鼎
﹇（
集
成2837

、
通
釋61

）「
才
（
在
）
武
王
、

嗣
文
王
乍
（
作
）
邦
、　     

（
厥
）
慝
、匍
有
牙
（
四
）
方
、畯
正

（
厥
）

民
【
武
王
に
在
り
て
は
、
文
王
の
作
し
た
ま
え
る
邦
を
嗣
ぎ
、
厥
の
慝
を

　

     （
の
ぞ
）
き
、
四
方
を
匍
有
し
、
厥
の
民
を
畯
正
せ
り
】」﹈・
伯
﹇
뗻
﹈
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簋
﹇（
集
成4302

、
通
釋92

）「

伯
﹇
뗻
﹈、
볏
、
自
乃
且
（
祖
）
考
、
又

（
有
）
끩
（
捪
）
于
周
邦
、
佑　

　

 

牙
（
四
）
方
、
惠
張
天
令
（
命
）、
汝

（
肇
）
不
彖
〈
惰
〉【

伯
﹇
뗻
﹈
よ
、
볏あ

あ

、
乃な

ん
じの

祖
考
自よ

り
、
周
邦
に

捪つ
つ
しむ

有
り
、
四
を
方
佑　

　

 

し
、
天
命
を
惠
張
す
、
汝
、
肇は

じ

め
て
惰お

こ
たら

ず
】」﹈

な
ど
の
「
闢
」
字
の
上
半
部
は
い
ず
れ
も
こ
の
形
に
作
る
。
も
し
こ
の
字
の

上
半
部
を
﹇
大
﹈
盂
鼎
・

伯
﹇
뗻
﹈
簋
な
ど
の
「
闢
」
字
と
仔
細
に
對
照

し
て
み
る
な
ら
ば
、本
銘
の
字
の
上
半
部
は
確
か
に
門
旁
の
殘
壞
だ
と
解
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
字
は
疑
い
な
く
「
闢
」
と
釋
す
べ
き
で
あ
る
。「
闢

」

の
「
闢
」
は
、
用
法
は
﹇
大
﹈
盂
鼎
の
「
闢
厥
慝
」
の
「
闢
」
と
同
じ
で
、

屏
除
（
し
り
ぞ
け
る
、
の
ぞ
く
）
の
意
で
あ
る
。『
荀
子
』
解
蔽
に
「
是
以

闢
耳
目
之
欲
而
遠
蚊
虻
之
聲
」
と
あ
り
、
楊
倞
の
注
に
「
闢
、
屏
除
也
」
と

言
う
。「
闢

」
の
語
か
ら
、
뎾
が

を
伐
ち
、
そ
の
脅
威
を
除
く
爲

に
主
導
的
に
出
擊
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

甲
（
一
）
號
鼎
よ
り
は
は
っ
き
り
し
た
乙
（
二
）
號
鼎
の
字
に
基
づ
い
て
言
え

ば
、
下
半
部
は
『
説
文
』
の
或
體
に
か
な
り
一
致
す
る
も
の
の
、
大
盂
鼎
・

伯

뗻
簋
の
場
合
、
裘
氏
の
言
う
よ
う
な
「
兩
手
の
甲
を
向
か
い
合
わ
せ
た
形
」
で
は

必
ず
し
も
な
く
、
兩
手
を
上
方
に
向
け
て
門
扉
を
開
い
て
い
る
形
と
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
形
自
體
は
本
鼎
と
近
似
し
て
お
り
、
本
鼎
の
「　

　

 
」

字
は
「
ひ
ら
く
」
義
を
持
つ
「
闢
」
字
と
釋
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
文
意

か
ら
考
え
る
と
、「
ひ
ら
く
」
で
は
通
じ
な
い
の
で
、
裘
氏
が
説
く
よ
う
に
、
い

ま
「
屏
除
（
し
り
ぞ
け
る
、
の
ぞ
く
）」
の
義
と
解
し
て
お
く
。

「
出
꿝
于
井
阿
于
겴
（
伜
）
쏦
」
の
「
꿝
」
は
、王
國
維
が
つ
と
に
魏
石
經
の
『
春

秋
』
殘
石
﹇
僖
公
三
十
二
年
﹈
の
古
文
「　

　
（
踰
）」
を
﹇
鄭
伯
捷
の
﹈「
捷
」

と
し
（「
魏
石
經
殘
石
考
」、『
王
國
維
全
集
』
第
十
一
卷
、
浙
江
教
育
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
、
四
九
頁
）、
そ
れ
に
從
う
者
が
多
く
、
艸
に
从
う
の
も
木
に
从
う

の
も
同
じ
意
だ
と
み
な
す
。
⑭
王
輝
は
疐
鼎
（
集
成2731

、
通
釋17c

）
に
も
こ

の
字
は
見
え
、「
王
令
（
命
）
遣
똥
東
反
夷
【
王
、
命
じ
て
遣
は
し
東
の
反
せ
る

夷
を
똥
す
】」
と
あ
る
「
똥
」
す
な
わ
ち
「
捷
」
字
を
、『
説
文
』
十
二
上
手
部
に

「
捷
、
獵
也
、
軍
獲
得
也
」、『
爾
雅
』
釋
詁
﹇
上
﹈
に
は
「﹇
…
﹈
捷
﹇
…
﹈、
勝
也
」

と
訓
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
出
捷
」
と
は
「
軍
隊
を
出
し
て
勝
ち
を
得
る
」
と

い
う
意
に
解
す
る
。
商
艷
濤
（「
金
文
〝
꿝
〞
字
補
議
」、『
古
漢
語
硏
究
』

二
〇
〇
八
年
第
二
期
）
も
「
勝
」、
あ
る
い
は
「
獲
」
と
い
う
意
に
解
す
る
。
㉙

田
率
は
「
捷
」
に
は
到
達
の
義
で
、『
小
爾
雅
』
廣
言
の
「
捷
、
及
也
」、『
漢
書
』

揚
雄
傳
上
「
鳳
凰
蓬
白
翔
於
于
兮
、
豈
賀
鵝
之
能
捷
【
鳳
凰
、
蓬
白
に
翔
け
る
、

豈
に
賀
鵝
の
能
く
捷お

よ

ば
ん
や
】」
の
顔
師
古
注
に
引
く
晉
灼
の
「
捷
、
及
也
」
と

解
す
る
説
に
從
う
。
⑯
周
鳳
五
は
字
の
左
上
部
を
「
啗

き
ょ
う」

と
み
な
し
て
「
略
」
に

通
じ
、「
略
奪
」
の
意
に
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釋
は
商
艷
濤
（
前
揭

論
文
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
鼎
の
「
出
꿝
于
井
阿
于
伜
쏦
」
の
主
語
を

と
誤
解
し
た
も
の
か
ら
來
る
部
分
も
あ
り
、
從
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑭
王
輝
と
商
艷
濤
の
「
勝
つ
」
あ
る
い
は
田
率
の
「
及
ぶ
」、
い
ず
れ
で
も
本

鼎
の
文
意
は
通
ず
る
が
、
銘
文
は
軍
功
を
大
仰
に
誇
っ
て
記
す
と
い
う
の
が
大
い

に
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
い
ま
「
勝
」
と
訓
ず
る
解
を
採
る
。

「
井
阿
」
と
「
겴
（
伜
）
쏦
」
は
地
名
で
、
本
段
最
後
に
見
え
る
「
弓
谷
」
を

ふ
く
め
て
、
諸
家
、
先
の
長
父
が
封
建
さ
れ
た
「
楊
」
地
と
の
關
連
で
論
説
し
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
も
參
考
の
項
に
て
後
述
す
る
。

な
お
、
本
句
「
出
꿝
于
井
阿
于
겴
（
伜
）
쏦
」
を
「
出
꿝
于
井
、
阿
于
（
겴
）
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伜
쏦
」
と
斷
句
し
、「
阿
」
を
動
詞
と
み
な
す
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
杜
伯

（
集

成4448-52

、
通
釋196

）
に
「
其
用
享
孝
于
皇
申
（
神
）
且
（
祖
）
考
于
好

雙
（
友
）【
其
れ
用
て
皇
申
（
神
）
且
祖
考
于お

よ

び
好

友
】
享
孝
せ
ん
」
と
、

公
平
侯
鼎
（
集
成1439-40

、
通
釋209

）
に
「
用
追
孝
于

（
厥
）
皇
且
（
祖
）

繆
公
于

（
厥
）
皇
考
辟
□
公
【
用
て
厥
の
皇
祖
繆
公
于お

よ

び
厥
の
皇
考
□
公
に
追

孝
せ
ん
】」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
お
よ
び
」
の
意
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

本
鼎
の
場
合
も
「
井
阿
于お

よ

び
伜
쏦
」
と
讀
ん
で
よ
い
。

「
女
（
汝
）
不　

　

 

戎
」
の
「　

　
 

」
字
を
、⑧
李
學
勤
は
「
艮
」
と
隸
定
し
、

『
易
』
説
卦
の
「
止
也
」
と
い
う
訓
を
引
く
。
あ
る
い
は
「
限
」
と
讀
み
、『
説
文
』

﹇
十
四
下
阜
部
﹈
の
「
阻
﹇
難
﹈」
と
い
う
訓
を
引
く
。
⑩
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉

棟
は
「
斁
」
と
釋
し
、懈
怠
の
意
と
す
る
。「
戎
」
は
戰
事
と
み
な
し
、本
句
を
「
汝

は
戰
事
を
怠
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
。
⑦
李
零
は
「
艮
」
と
隸
定

し
、「
止
」「
限
」
と
訓
じ
（『
易
』
艮
な
ど
）、
戎
人
に
攻
擊
を
加
え
る
と
解
す
る
。

「
不
」
を
「
丕
」
と
讀
む
。
つ
ま
り
、
本
句
を
「
汝
お
お
い
に
戎
の
﹇
攻
擊
﹈
を

制
止
し
た
」
と
い
っ
た
意
味
に
捉
え
る
も
の
だ
ろ
う
。
⑫
周
曉
陸
は
、
上
部
と
下

左
部
は
清
晰
で
﹇
目
と
刀
で
あ
り
﹈、
下
部
は
刀
と
言
が
左
右
互
置
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
と
し
て
、「
罰
」
と
釋
す
。「
不
」
は
「
丕
」
と
讀
む
。
こ
れ
は
「
汝

お
お
い
に
戎
を
罰
す
る
」
と
い
う
意
に
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑭
王
輝
は
「
畏
」

で
は
な
い
か
、
金
文
の
「
畏
」
字
は
﹇
大
﹈
盂
鼎
﹇
集
成2837

﹈
で
は
「　

　

」

に
作
り
、
毛
公
鼎
﹇
集
成2841

﹈
で
は
「　

　

」
に
作
り
、
字
形
が
近
い
。
⑯

周
鳳
五
も
「
畏
」
と
釋
す
。
こ
れ
ら
は
「
汝
、
戎
を
畏
れ
ず
」
と
解
す
る
も
の
で

あ
る
。

原
字
は
上
部
が
目
、
下
部
は
左
が
逆
人
形
、
右
が
小
點
二
個
に
从
う
。「
艮
」

は
金
文
に
見
え
な
い
が
、
艮
に
从
う
「
限
」
の
右
旁
は
上
部
が
目
、
下
部
は
反
人

形
す
な
わ
ち
匕
に
从
う
字
（『
金
文
編
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
版
、
九
三
九

頁
）
で
、
合
致
し
な
い
。「
罰
」
は
、
上
部
は
目
で
は
な
く
网
に
从
う
し
、
下
部

の
左
も
本
鼎
で
は
刀
形
に
は
見
え
な
い
か
ら
、「
罰
」
と
は
釋
し
え
な
い
。「
畏
」

は
右
旁
の
上
部
は

と
人
か
ら
成
る
字
で
、
左
旁
は
卜
形
で
あ
る
か
ら
、
⑭
王
輝

の
よ
う
に
「
字
形
相
近
」
と
は
言
い
が
た
い
。
諸
家
の
説
い
ず
れ
も
妥
當
と
は
思

わ
れ
ず
、
强
い
て
某
字
に
比
定
す
る
こ
と
も
避
け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
、
字

釋
は
待
考
、
義
未
詳
と
し
て
措
い
て
お
く
。

「
女
（
汝
）　　
（
夾
）
長
父

（
以
）
追
博
伐
」
の
「　

　

」
を
、
⑩
劉
懷
君
・

辛
怡
華
・
劉
棟
は
字
釋
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
句
意
か
ら
分
析
す
る
と
、
輔
佐
の

意
の
よ
う
だ
と
す
る
。
⑦
李
零
は
、
字
は
待
考
、「
防
ぎ
庇
う
（
護
衞
す
る
）」
と

い
う
意
で
は
な
い
か
と
す
る
。
⑧
李
學
勤
は

聲
に
从
い
、
蔽
障
の
「
蔽
」
と
讀

む
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
⑫
周
曉
陸
は
「
旁
」
字
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
⑭

王
輝
は
何
字
か
は
解
ら
な
い
が
、し
か
し
そ
の
大
意
は
上
下
の
文
脈
か
ら
見
る
と
、

協
助
・
輔
佐
の
類
で
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
。
⑭
王
輝
は
ま
た
、﹇
史
﹈
牆

盤
﹇
集
成10175

﹈
の
「
上
帝
司
亡
尢
保
」
の
「
尢
」
は
原
字
で
は
「　

   

」
に

作
り
、徐
中
舒
が
「　

    

」
は
篆
書
の
「　

    

」、す
な
わ
ち
今
の
「

」
字
で
「
匡
」

と
同
じ
く
「
輔
」
の
意
だ
と
す
る
説
（「
西
周
牆
盤
銘
文
箋
釋
」、『
考
古
學
報
』

一
九
七
八
年
第
二
期
）
を
引
き
、
そ
の
説
に
從
っ
て
「　

  

」
は
「　

   

」
の
譌

誤
で
「
匡
」
と
讀
み
「
輔
助
」
の
意
で
は
な
い
か
と
も
解
し
て
い
る
。
何
琳
儀
・

時
兵
は
「
爐
」
と
釋
し
て
い
る
ら
し
い
（
⑰
張
崇
禮
引
）。
⑰
張
崇
禮
は
次
の
よ

う
に
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
が
辨
冕
を
戴
い
た
形
に
象
り
、
仲
（
辨
）
字
だ

ろ
う
。『
古
文
四
聲
韻
』﹇
卷
第
﹈
四
・﹇
去
聲
・
﹈
二
四
の
「
辨
」
の
異
體
「
仲
」
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字
の
籀
文
は　

   

に
作
り
、
こ
れ
と
近
い
。
銘
文
の
「
辨
」
は
「
伴
」
と
讀
む
べ

き
で
、
兩
者
は
と
も
に
竝
紐
元
部
だ
か
ら
通
假
で
き
る
よ
う
だ
。『
玉
篇
』﹇
卷
第

三
・
人
部
第
二
十
三
﹈
に
〝
伴
、
侶
也
〞
と
あ
り
、『
楚
辭
』
九
章
・
悲
回
風
〝
伴

張
氈
之
信
期
【
張
氈
の
信
期
を
伴
ふ
】〞
の
王
逸
注
に
〝
伴
、倶
也
〞
と
あ
る
」
と
。

こ
れ
は
「
汝
、
長
父
を
と
も
な
っ
て
、
あ
る
い
は
、
と
と
も
に
〜
〜
」
と
解
す
る

も
の
で
あ
る
。
⑯
周
鳳
五
は
文
義
お
よ
び
上
文
の
「
夾
맔
先
王
」
の
「
夾
」
字
を

參
照
す
れ
ば
、
字
形
が
や
や
譌
變
し
て
い
る
の
を
推
知
で
き
、「
輔
」
の
意
で
あ

る
と
す
る
。

諸
家
に
よ
り
字
釋
は
異
な
る
が
、本
字
は
甲
（
一
）
號
鼎
で
は
「　

     

」
と
記
し
、

本
鼎
銘
の
前
文
に
見
え
る
「　

  （
夾
）
맔
（
詔
）
先
王
」
の
「
夾
」
字
と
近
似
し

て
お
り
、
⑯
周
鳳
五
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
夾
」
字
の
や
や
譌
變
し
た
形
で
あ
る

可
能
性
を
想
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
句
意
か
ら
し
て
も
「
汝
が
長
父
を
た
す
け
て

戎
を
追
い
搏
伐
し
た
」
と
解
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
、「
夾
」
字
と
見
て
お
く
。

女
（
汝
）
륫
（
執
）
냏
（
訊
）
隻
（
獲
）
졓
（
馘
）、
孚
（
俘
）
器
車
馬
。

女
（
汝
）
꼲
（
敏
）
于
戎
工
（
攻
）、弗
逆
밾
（
朕
）
新
（
親
）
令
（
命
）。

「
륫
（
執
）
냏
（
訊
）」
に
つ
い
て
は
、
白
川
靜
が
뜤
簋
（
三
）
の
考
釋
に
お
い

て
（
通
釋164

）「
執
냏
は
執
訊
、
捕
囚
を
い
う
。
執
は
手
械
を
加
え
た
象
、
냏

は
後
手
に
繫
縛
し
た
形
を
示
す
字
で
、
訊
鞠
﹇
訊
問
﹈
の
と
き
に
も
繫
縛
を
加
え

る
。
訊
の
初
文
。
執
냏
は
師
닄
렉
﹇
集
成4313-14

、
通
釋178

﹈・
不
뒲
렉
﹇
集

成4328-29

、
通
釋193

﹈・

季
子
白
盤
﹇
集
成10174

、
通
釋192

﹈・
兮
甲
盤

﹇
集
成10174

、
通
釋191

﹈
な
ど
、
戰
役
を
い
う
器
銘
に
み
え
、
詩
の
戰
爭
詩
に

も
執
訊
獲
醜
の
語
が
習
見
す
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
捕
囚
・
捕
虜
の
意
と
解
す
る

こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。『
詩
』
に
も
小
雅
・
出
車
に
「
赫
赫
南
仲
…

于
襄
…
、
赫
赫
南
仲
、
薄
伐
西
戎
…
執
訊
獲
醜
【
赫
赫
た
る
南
仲
…

を
于
に

襄の
ぞ

く
…
、赫
赫
た
る
南
仲
、西
戎
を
薄
伐
す
…
執
訊
獲
醜
あ
り
】」
と
あ
り
、小
雅
・

采

に
も
「
執
訊
獲
醜
」
と
あ
る
。
な
お
、「
獲
醜
」
の
「
醜
」
は
鄭
箋
に
「
醜
、

衆
」
と
言
い
、
敵
兵
の
こ
と
で
あ
る
。

「
隻
（
獲
）
졓
（
馘
）」
に
つ
い
て
、「
馘
」
は
、『
説
文
』
十
二
上
耳
部
で
は
「
聝
」

の
或
體
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
お
り
、「
聝
、
軍
戰
斷
首
也
【
聝
、
軍
戰
に
て
斷
首

す
る
な
り
】」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。『
玉
篇
』
首
部
第
三
十
九
で
は
「
截
耳
也
」、

『
詩
』
大
雅
・
皇
矣
「
攸
馘
安
安
【
馘
す
る
攸と

こ
ろ、

安
安
】」
の
毛
傳
で
は
「
不
服
者

則
殺
而
獻
其
左
耳
曰
馘
【
服
は
ざ
れ
ば
則
ち
殺
し
て
其
の
左
耳
を
獻
ず
る
を
馘
と

曰
ふ
】」、『
禮
記
』
王
制
「
以
訊
馘
告
」
の
鄭
注
で
は
「
訊
是
生
者
、
馘
是
死
而

截
耳
者
【
訊
は
是
れ
生
者
、
馘
は
是
れ
死
し
て
耳
を
截
た
れ
し
者
】」
と
い
う
義

に
解
せ
ら
れ
て
お
り
、
斷
首
か
截
耳
か
い
ず
れ
の
意
に
と
る
か
が
問
わ
れ
る
。
金

文
の
用
例
を
檢
出
し
て
み
る
と
、
뜤
簋
（
集
成4323

、
通
釋164

）
に
、
뜤
が
南

淮
夷
征
伐
に
お
い
て
「
長
떺
（
榜
）
꿮
（
識
）
首
百
・
륫
（
執
）
냏
（
訊
）
卌
【
長

く
榜か

け
識し

め

し
た
首
百
・
訊
四
十
】」
を
俘
獲
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
征

伐
よ
り
歸
還
し
王
に
禽
獲
を
告
げ
る
と
き
「
馘
百
・
냏
（
訊
）
卌
」
と
言
い
換
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
馘
」
は
敵
兵
の
耳
を
截
斷
す
る
の
で
は
な
く
、
斷
首
と
解

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
뗻
簋
（
集
成4322

、

通
釋
補12d
）
の
「
隻
（
獲
）
졓
（
馘
）
百
、
륫
（
執
）
냏
（
訊
）
二
夫
【
馘
百
、

執
訊
二
夫
を
獲
る
】」
と
い
う
句
と
、

生

（
集
成4459-61

、
通
釋19

）「
륫

（
執
）
냏
（
訊
）
折
首
、
孚
（
俘
）
戎
器
、
孚
（
俘
）
金
【
執
訊
折
首
あ
り
、
戎
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器
を
俘と

り
、
金
を
俘
る
】」
と
い
う
句
と
を
較
べ
て
み
る
と
、
戰
利
品
と
し
て
「
執

訊
」
と
竝
記
さ
れ
る
「
獲
馘
」
が
「
折
首
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
一
方
で
「
獲
馘
」
が
「
折
首
」
と
竝
記
さ
れ
る
金
文
の
用
例
が
い
ま
の
と

こ
ろ
見
當
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
、「
馘
」を
斷
首
の
義
と
捉
う
べ
き
一
證
に
な
る
。

「
孚
（
俘
）
器
」
は
、
こ
の
記
述
だ
け
で
は
具
體
的
に
ど
ん
な
器
物
を
俘
獲
し

た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
先
に
擧
げ
た

生
（
集
成4459-61

、通
釋19

）の「
륫

（
執
）
냏
（
訊
）
折
首
、
孚
（
俘
）
戎
器
、
孚
（
俘
）
金
」
と
い
う
句
を
參
照
す

る
と
、「
戎
器
」
す
な
わ
ち
兵
器
と
解
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
敵
で
あ
る
戎
の

器
物
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
抽
象
的
す
ぎ
る
と
思

わ
れ
る
か
ら
、
い
ま
兵
器
と
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

「
女
（
汝
）
꼲
（
敏
）
于
戎
工
（
攻
）」
は
ま
た
、
叔
夷
鎛
（
集
成285

、
通
釋

215

）
に
「
尸
（
夷
）、
女
（
汝
）
敬
共
（
恭
）
紕
命
…
、
女
（
汝
）
꼲
（
敏
）
于

戎
攻
【
夷
よ
、
汝
、
紕わ

が
命
を
敬
恭
し
…
、
汝
、
戎
攻
に
敏
む
】」
と
あ
り
、
不

뒲
簋
（
集
成4328-29

、
通
釋193

）
に
「
不
뒲
、
女
（
汝
）
小
子
、
女
（
汝
）

肇
誨
于
戎
工
（
攻
）【
不
뒲
よ
、汝
、小
子
な
る
も
、汝
、戎
攻
に
肇
誨
す
】」、『
詩
』

大
雅
・
江
漢
に
「
肇
敏
戎
公
」
と
も
言
う
。
江
漢
の
毛
傳
は
「
事
」
と
訓
ず
る
。

鄭
箋
は
「
功
」
と
訓
じ
て
い
る
ら
し
く
、
そ
れ
ら
の
訓
で
も
通
ず
る
が
、
さ
き
の

叔
夷
鎛
に
「
戎
攻
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
攻
擊
」
の
意
と
解
し
て
お

く
。「
꼲
（
敏
）」
は
江
漢
の
毛
傳
の
よ
う
に
「
疾
」
と
訓
じ
、
そ
れ
に
從
う
向
き

も
あ
る
が
、『
禮
記
』
中
庸
「
人
道
敏
政
」
の
鄭
注
に
「
敏
猶
勉
也
」
と
訓
じ
、「
つ

と
め
る
」
の
意
で
あ
る
。
뎾
が
戎
（

）
に
對
す
る
攻
擊
に
努
め
た
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

季
子
白
盤
（
集
成10173

、通
釋192

）
に
は
「
不
（
丕
）
顯
子
白
、

뤠
（
壯
）
武
于
戎
工
（
攻
）【
丕
顯
な
る
子
白
、
戎
攻
に
壯
武
た
り
】」
と
あ
り
、

季
子
白
が
戎
を
攻
擊
す
る
の
に
武
勇
を
發
揮
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
と
類
似
の
表
現
で
あ
る
。

「
新
（
親
）
令
（
命
）」
の
「
新
」
を
、
⑭
王
輝
や
⑯
周
鳳
五
は
「
親
」
と
讀
む

べ
き
だ
と
す
る
。「
新
令
」
と
い
う
語
は
管
見
の
限
り
い
ま
の
と
こ
ろ
見
當
た
ら

な
い
が
、
克
鐘
（
集
成204

〜08

、
通
釋171

）「
王
親
令
（
命
）
克
【
王
、
親

ら
克
に
命
ず
】」、
農

（
集
成5424

、
通
釋80

①
〈
卷
六
、四
七
九
頁
〉）「
王

（
親
）
令
（
命
）
白
（
伯
）
몙
（
智
）【
王
、
親
ら
伯
智
に
命
ず
】」
と
あ
り
、

令
（
命
）
に
名
詞
と
動
詞
と
の
ち
が
い
が
あ
る
と
は
い
え
、「
親
」
に
通
ず
る
と

見
て
、「
新
た
な
命
」
で
は
な
く
「
親
ら
の
命
」
と
釋
し
て
お
く
。

過
（
賚
）
女
（
汝
）
뾮
（
秬
）
鬯
一

、田
于

（
쑉
）
卅
田
、于
쐮
廿
田
。

「
뾮
（
秬
）
鬯
」
は
、
金
文
に
常
見
す
る
賜
與
品
で
あ
る
。『
書
』
文
侯
之
命
に

「
王
曰
、
父
羲
和
、
其
歸
視
爾
師
、
寧
爾
邦
、
用
賚
秬
鬯
一

【
王
曰
く
、
父
羲

和
よ
、其
れ
歸
り
て
爾
の
師
を
視
、爾
の
邦
を
寧
ん
ず
、用
て
秬
鬯
一

を
賚
ふ
】」

と
言
い
、
孔
傳
に
「
黑
黍
曰
秬
、
釀
以
鬯
草
【
黑
黍
を
秬
と
曰
ふ
、
釀
す
る
に
鬯

草
を
以
て
す
】」
と
あ
る
。
ま
た
『
詩
』
大
雅
・
江
漢
に
「
王
命
召
虎
、來
旬
來
宣
。

文
武
受
命
、
召
公
維
翰
…
、
釐
爾
圭

、
秬
鬯
一

、
告
于
文
人
【
王
、
召
虎
に

命
じ
て
、
來
り
て
旬め

ぐ

り
、
來
り
て
宣の

べ
し
む
。
文
武
、
命
を
受
け
し
と
き
、
召
公
、

維
れ
翰
た
り
…
、
爾
に
圭

、
秬
鬯
一

を
釐
ふ
、
文
人
に
告
げ
よ
】」
と
言
い
、

毛
傳
に
「
釐
、
賜
也
、
秬
、
黑
黍
也
、
鬯
、
香
草
也
。
築
煮
合
而
鬱
之
曰
鬯
。

、

器
也
。
九
命
賜
圭

・
秬
鬯
。
文
人
、
文
德
之
人
也
【
釐
は
賜
な
り
、
秬
は
黑
黍

な
り
、
鬯
は
香
草
な
り
。
築
き
煮
て
合
は
せ
て
之
を
鬱
す
る
を
鬯
と
曰
ふ
。

は
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器
な
り
。
九
命
に
は
圭

・
秬
鬯
を
賜
ふ
。
文
人
は
文
德
の
人
な
り
】」
と
、
鄭

箋
に
「
…
王
賜
召
虎
以
鬯
酒
一
罇
、
使
之
祭
其
宗
廟
、
告
其
先
祖
諸
有
德
美
見
記

者
【
…
王
、
召
虎
に
賜
ふ
に
鬯
酒
一
罇
を
以
て
し
、
之
を
し
て
其
の
宗
廟
を
祭
り
、

其
の
先
祖
の
諸も

ろ
もろ

德
美
の
見
記
す
る
有
る
者
に
告
げ
し
む
】」
と
あ
る
。「
秬
鬯
」

と
は
要
す
る
に
、
黑
黍
と
舂
い
て
煮
た
鬱
金
草
を
合
わ
せ
て
釀
造
し
た
香
酒
。
王

か
ら
賜
り
、
祖
先
祭
祀
に
使
用
す
る
。
地
に
注
ぎ
、
そ
の
香
り
で
祖
靈
を
降
す
の

で
あ
る
。

「

（
쑉
）」
と
「
쐮
」
は
地
名
で
あ
ろ
う
が
、
⑫
周
曉
陸
の
よ
う
に
土
地
の
形

狀
に
關
わ
る
一
般
名
詞
と
す
る
者
も
い
る
。
以
下
に
三
者
の
説
を
揭
げ
る
。

⑫
周
曉
陸

「
쑉
」
は
地
名
の
可
能
性
も
あ
れ
ば
、
畑
地
群
の
所
在
地
の
可
能
性
も
あ
る
。

あ
る
い
は
疐
字
で
、『
詩
』
豳
風
・
狼
跋
「
狼
跋
其
胡
、
載
疐
其
尾
【
狼
、

其
の
胡あ

ご

を
跋
ま
ん
と
す
る
も
、載す

な
はち

其
の
尾
に
疐つ

ま
ずく

】」﹇
の
「
疐
」﹈
に
は
「
躓

撲
」「
不
平
」
の
意
が
あ
る
。「
놟マ

マ

﹇
↓
쐮
﹈」
は
夷
と
訓
じ
平
と
訓
じ
る
。

と
す
れ
ば
、「
쑉
」は
平
ら
か
で
な
い
畑
地
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

散
盤
﹇
通
釋139

﹈
に
い
わ
ゆ
る
「
濕
田
」
す
な
わ
ち
低
く
窪
ん
だ
（
低
地
）

の
畑
地
、「
壯
﹇
↓
牆
﹈
田
」
す
な
わ
ち
肥
沃
な
畑
地
が
あ
る
﹇
の
と
同
じ

で
あ
る
﹈。

⑬
孫
亞
冰

「
쑉
」「
쐮
」
は
地
名
。
王
が
田
を
賜
る
例
は
ま
た
釣
簋
﹇
通
釋164

﹈「
賜

于
뜀
五
十
田
、
于
早
五
十
田
」
に
見
え
る
﹇（
地
望
に
は
言
及
せ
ず
﹈）。

⑭
王
輝

「
쑉
」
は
邑
に
从
い
疐
聲
で
、
彘
と
音
通
す
べ
き
は
ず
。
彘
は
い
ま
の
山
西

霍
縣
東
北
に
あ
り
、
楊
（
洪
洞
縣
）
と
隣
接
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彘
と
讀
む

こ
と
は
可
能
性
が
な
い
で
は
な
い
が
、
確
定
す
る
す
べ
は
な
い
。「
쐮
」
は

夷
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
。
盤
銘
の
「
놟
王
」
は
周
の
夷
王
で
あ
る
。
周
末
春

秋
期
、
夷
に
は
數
地
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
周
の
采
地
で
、
の
ち
晉

に
屬
し
た
。『
左
傳
』
莊
公
十
六
年
に
「
晉
武
公
伐
夷
、
執
夷
詭
諸
【
晉
の

武
公
、
夷
を
伐
ち
、
夷
の
詭
諸
を
執と

ら

ふ
】」
と
言
う
。
こ
の
夷
が
い
ま
の
ど

こ
か
分
か
ら
な
い
と
は
い
え
、
だ
い
た
い
河
南
省
北
部
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
疑
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

大
克
鼎
（
集
成2836

、通
釋167

）
に
は
、克
が
王
か
ら
「
埜
」「
殼
」「
맆
」「
康
」

「

」「
瞽
原
」「
寒
山
」
計
七
箇
所
の
地
に
あ
る
「
田
」
を
賜
っ
て
い
る
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
白
川
靜
は
克
氏
の
本
貫
が
﹇
陝
西
﹈
岐
山
で
、
以
上
の
地
は
み
な

陝
中
に
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
王
か
ら
賜
與
さ
れ
た
耕
作
地
は
や
は
り
被
賜
與
者

の
常
居
す
る
地
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
の
で
は
な
い
か
。
從
っ
て
本

鼎
の
場
合
も
、
뎾
と
そ
の
關
連
諸
器
が
出
土
し
そ
の
一
族
が
常
居
し
て
い
た
陝
西

省
眉
縣
と
隔
た
っ
て
い
な
い
所
に
そ
の
地
を
求
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
具
體
的

な
地
點
を
考
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

뎾
낏
（
拜
）
뻪
（
稽
）
首
受
册
붯
（
賚
）、

（
以
）
出
。

「
뎾
、
拜
稽
首
受
册
賚
、
以
出
」
と
い
う
句
は
、
例
え
ば
⑭
王
輝
が
引
用
す
る

頌
壺
（
集
成9731

、
通
釋137

）
に
「
頌
낏
（
拜
）
뻪
（
稽
）
首
受
命
册
、
佩

（
以
）
出
【
頌
、
拜
稽
首
し
命
册
を
受
け
、
佩
び
て
以
て
出
づ
】」
な
ど
の
册
命
金

文
に
常
見
す
る
表
現
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
頌
壺
の
場
合
は
王
か
ら
受
け
た
「
命
册
」
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す
な
わ
ち
册
命
書
（
辭
令
書
）
を
佩
帶
し
て
退
出
す
る
こ
と
を
言
う
が
、
本
鼎
に

見
え
る
「
册
賚
」
は
册
書
に
記
さ
れ
た
賜
與
の
品
、
あ
る
い
は
そ
の
目
札
を
指
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

뎾
敢
對
天
子
不
（
丕
）
顯
魯
休
륽
（
揚
）、用
乍
（
作
）
쀊
彝
、用

（
享
）

考
（
孝
）
于

（
前
）
文
人
。
其
嚴
才
（
在
）
上
、帙
（
翼
）
才
（
在
）
下
、

穆
좲
（
穆
）
秉
明
德
、
豐
（
惇
）
좲
뽃
좲
降
余
康
옩
（
랝
）・
屯
（
純
）

又
（
祐
）・
通

（
祿
）・
永
令
（
命
）・
뼉
（
眉
）
壽
・
繛
（
綽
）
綰
、

繹（
畯
）臣
天
子
。
뎾
其
萬
年
無
彊（
疆
）、子
좲（
子
）孫
永
寶
用
（
享
）。

本
段
に
見
え
る
語
彙
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ほ
ぼ
盤
銘
（
本
誌
第
二
號
）
で
述

べ
た
が
、
こ
こ
で
は
未
述
の
も
の
に
説
明
を
加
え
て
お
く
。

「
쀊
彝
」
の
「
쀊
」
は
、
本
鼎
の
字
で
は
煽
（
肉
）・
又
（
右
手
）・
鼎
に
从
い
、

爿し
ょ
う

聲
で
あ
る
。
字
形
か
ら
考
え
る
と
、
鼎
中
の
煮
た
肉
を
右
手
に
取
る
意
（
發

音
は
「
シ
ョ
ウ
」）
を
表
し
て
お
り
、
祭
器
中
の
供
物
を
捧
げ
て
神
々
に
祭
祀
を

執
り
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
字
で
、「
將
」
字
（
す
す
め
る
、
さ
さ
げ
る
）
に
通

ず
る
。「
彝
」
は
「
常
」、
宗
廟
に
常
に
安
置
し
て
お
く
器
を
言
う
。

「
穆
좲
（
穆
）
秉
明
德
」
に
つ
い
て
、「
穆
」
字
下
の
重
文
符
號
を
乙
（
二
）
號

鼎
で
は
脱
し
て
お
り
、
銹
に
覆
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
類
似
の
用
例
に
、

叔

旅
鐘
（
集
成238-44

、
通
釋155

）「
不
（
丕
）
顯
皇
考

弔
（
叔
）、
穆
좲
（
穆
）

秉
元
明
德
、
御
于

（
厥
）
辟
【
丕
顯
皇
考
惠
弔
（
叔
）、
穆
穆
と
し
て
元
明
德

を
秉
り
、
厥
の
辟き

み

に
御つ

か

ふ
】」、
丼
人
둍
編
鐘
（
井
編
鐘
、
集
成109

〜12

、
通

釋190

）「
둍
不
敢
弗
帥
用
文
且
（
祖
）
皇
考
、
穆
좲
（
穆
）
秉
德
【
둍
、
敢
へ

て
文
祖
皇
考
の
穆
穆
と
し
て
德
を
秉
り
し
に
帥
用
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
】」、
秦
公
簋

（
集
成43-45

、
通
釋199

）「
余
雖
小
子
、
穆
좲
（
穆
）
帥
秉
明
德
【
余
、
小
子

と
雖
も
、穆
穆
と
し
て
明
德
を
帥
秉
す
】」
が
あ
り
、「
穆
穆
」
は
揚
雄
『
太
玄
』
四
・

禮
「
穆
穆
肅
肅
、敬
出
心
」
と
い
う
記
述
を
參
考
に
す
れ
ば
「
肅
敬
（
つ
つ
し
む
）」

と
い
う
義
に
解
せ
ら
れ
る
。
本
鼎
の
當
該
句
は
、
前
文
人
が
天
上
界
と
人
間
界
を

往
來
し
、
肅
々
と
明
德
を
秉
る
、
つ
ま
り
保
持
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

【
訓
讀
】

唯
れ
四
十
又
二
年
五
月
旣
生
霸
乙
卯
、
王
、
周
康
穆
宮
に
在
り
。
旦
に
王
、
大

室
に
格
り
位
に
卽
く
。
司
工
散
、
皓
뎾
を
佑
け
て
門
に
入
り
、
中
廷
に
立
ち
、
北

瞠
す
。
尹
氏
、
王
に
賚
書
を
授
く
。
王
、
史

よ
く

を
呼
び
て
뎾
に
册
賚
せ
し
む
。

王
、
若

か
く
の
ご
とく

曰
く
、
뎾
よ
、
丕
顯
な
る
文
武
、
大
命
を
膺
受
し
、
四
方
を
匍
有

し
て
よ
り
、
則
ち
볏も

と

唯
れ
乃な

ん
じの

先
聖
祖
考
、
先
王
を
夾
詔
し
、
大
命
に
勳
勤
し
、

周
邦
を
奠
む
。
余
、
聖
人
の
孫
子
を
遐
忘
せ
ず
。
余
、
唯
れ
乃
の
先
祖
考
の
周
邦

に
勳
有
る
に
閘な

る
。
甥ゆ

え

に
余
、
作
汝　

  

詢
（
以
上
四
字
、
義
未
詳
）。
余
、
肇は

じ

め

て
長
父
を
建
て
て
楊
に
侯
た
ら
し
む
。
余
、汝
に
命
じ
て
長
父
を
奠さ

だ

め
し
む
る
に
、

休
あ
り
。
汝
、
克
く
厥
の
師
を
奠
む
。
汝
、
唯
れ
克
く
乃
の
先
祖
考
の

を
闢

し
り
ぞ

く
る
に
型の

っ
と

り
、
出
で
て
井
阿
于お

よ

び
伜
쏦
に
捷か

つ
。
汝
不　

　

 

戎
（
以
上
四
字
、

義
未
詳
）。
汝
、
長
父
を
夾た

す

け
以
て
追
ひ
て
搏
伐
し
、
乃
ち
卽
ち
弓
谷
に
宕
伐
す
。

汝
、
執
訊
獲
馘
あ
り
、
器
・
車
馬
を
俘と

る
。
汝
、
戎
攻
に
敏つ

と

め
、
朕
が
親
命
に
逆そ

む

か
ず
。
汝
に
秬

き
ょ
ち
ょ
う鬯

一

、
田
を
쑉
に
三
十
田
、
쐮
に
二
十
田
を
賚た

ま

ふ
、
と
。

뎾
、
拜
し
稽
首
し
、
册
賚
を
受
け
以
て
出
づ
。
뎾
、
敢
へ
て
天
子
の
丕
顯
な
る

魯
休
に
對
し
揚
し
、
用
て
쀊
彝
を
作
り
、
用
て
前
文
人
に
享
孝
せ
ん
。
其
れ
嚴
と
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し
て
上
に
在
り
、
翼
と
し
て
下
に
在
り
、
穆
々
と
し
て
明
德
を
秉と

り
、
惇ほ

う
ほ
う々

뽃は
く
は
く々

と
し
て
余
に
康
랝
・
純
祐
・
通
祿
・
永
命
・
眉
壽
・
綽し

ゃ
く
わ
ん綰

を
降
さ
ん
。
畯な

が

く
天
子

に
臣
た
ら
ん
。
뎾
、
其
れ
萬
年
無
疆
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
、
永
く
寶
用
し
て

享
せ
よ
。

【
現
代
語
譯
】

こ
れ
四
十
二
年
五
月
旣
生
霸
乙
卯
の
日
の
こ
と
、
王
は
周
康
穆
宮
に
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
。
朝
早
く
に
王
は
大
室
に
や
っ
て
來
ら
れ
て
﹇
ご
自
身
の
﹈
席
に
お
卽

き
に
な
っ
た
。
司
工
散
が
皓
뎾
を
導
い
て
門
に
入
り
、
中
廷
に
立
っ
て
北
に
向
き

﹇
、
南
面
す
る
王
と
對
し
た
﹈。
尹
氏
が
王
に
賚
書
（
賜
與
品
を
記
し
た
册
書
）
を

授
け
た
。
王
は
史

を
呼
ん
で
册
書
を
讀
ま
せ
、
뎾
に
賜
與
の
事
を
傳
え
さ
せ
た
。

王
が
こ
の
よ
う
に
仰
っ
た
。「
뎾
よ
、大
い
に
輝
か
し
き
文
王
と
武
王
は﹇
天
の
﹈

大
命
を
受
け
て
四
方
を
廣
く
保
有
し
て
以
來
、汝
の
先
聖
祖
考
は
先
王
を
輔
弼
し
、

﹇
天
の
﹈
大
命
に
か
な
う
よ
う
勤
め
勵
み
、
周
邦
を
安
定
さ
せ
た
。
余
は
聖
人
の

子
孫
を
遠
ざ
け
た
り
忘
れ
た
り
し
な
い
。
余
は
汝
の
先
祖
考
が
周
邦
に
勳
功
あ
っ

た
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
余
は
、作
汝　

   

詢（
以
上
四
字
、義
未
詳
）。

余
は
初
め
て
長
父
を
封
建
し
て
楊
に
諸
侯
と
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
余
は
汝
に
、

長
父
を
﹇
楊
地
に
﹈
定
居
で
き
る
よ
う
命
じ
た
が
、﹇
汝
は
﹈
立
派
に
や
り
遂
げ
た
。

﹇
ま
た
﹈
汝
は
、﹇

征
伐
に
當
た
っ
て
﹈
よ
く
自
身
の
軍
隊
を
整
え
た
。
汝
は

よ
く
そ
の
先
祖
考
が

を
退
散
さ
せ
た
こ
と
に
則
り
、
出
動
し
て
井
阿
お
よ
び

伜
쏦
で
﹇

に
﹈
勝
利
を
收
め
た
。
汝
不　

　

 

戎
（
以
上
四
字
、
義
未
詳
）。

汝
は
長
父
を
輔
弼
し
て
﹇

を
﹈
追
擊
し
て
の
ち
、弓
谷
で
廣
範
に
討
伐
し
た
。

汝
は
俘
虜
や
敵
兵
か
ら
斬
り
取
っ
た
首
を
得
、
兵
器
や
戰
車
に
馬
匹
を
﹇
も
﹈
俘

獲
し
た
。
汝
は
戎
敵
に
對
す
る
攻
擊
に
努
め
、
わ
が
親
命
に
背
く
こ
と
が
な
か
っ

た
。
汝
に
秬き

ょ
ち
ょ
う鬯

（
香
り
づ
け
し
た
黑
黍
酒
）
一

分
（

は
盛
酒
器
で
い
わ
ば

酒
壺
）、
三
十
の
耕
田
を
쑉
﹇
の
地
﹈
に
、
二
十
﹇
の
耕
田
﹈
を
쐮
﹇
の
地
﹈
に

賜
る
。」
と
。

﹇
わ
た
く
し
﹈
뎾
は
﹇
王
に
﹈
拜
禮
（
お
じ
ぎ
）
し
﹇
さ
ら
に
﹈
額
を
地
に
つ

け
て
敬
禮
し
、
册
書
に
記
さ
れ
た
賜
與
品
（
あ
る
い
は
賜
與
品
の
目
錄
）
を
受
け

取
っ
て
退
出
し
た
。﹇
わ
た
く
し
﹈
뎾
は
敢
え
て
天
子
の
大
い
に
輝
か
し
く
嘉
き

賜
物
に
應
え
て
﹇
そ
の
恩
寵
を
﹈
稱
揚
し
、﹇
お
供
え
物
を
ご
先
祖
に
﹈
羞す

す

め
る

た
め
の
彝
器
（
常
器
）
を
作
り
、
前
文
人
に
お
祭
り
を
し
よ
う
。﹇
前
文
人
は
﹈

威お
ご
そ嚴

か
に
天
上
界
に
在
し
、
恭つ

つ

敬し

み
て
人
間
界
に
在
し
、
肅
々
と
明
德
を
保
持
し
、

﹇
そ
の
神
氣
は
﹈
廣
く
滿
ち
わ
た
り
、
わ
た
く
し
に
安
樂
・
大
い
な
る
ご
加
護
・

限
り
な
き
幸
・
永
き
命
・
長
壽
・
永
年
を
降
さ
れ
よ
う
。﹇
わ
た
く
し
뎾
は
﹈
永

く
天
子
に
臣
下
と
し
て
お
仕
え
し
よ
う
。﹇
わ
た
く
し
﹈
뎾
は
願
わ
く
ば
萬
年
盡

き
果
て
な
い
よ
う
に
。
子
孫
よ
、﹇
こ
の
鼎
を
﹈
永
久
に
寶
器
と
し
て
用
い
祭
れ
。

【
參
考
】

こ
こ
で
は
、
本
鼎
や
他
器
な
ど
關
連
史
料
に
見
え
る

征
伐
の
地
名
に
つ
い

て
、諸
説
を
紹
介
し
つ
つ
述
べ
る
。
ま
ず
、本
鼎
所
見
の
地
名
と
そ
の
比
定
を
行
っ

た
諸
説
を
以
下
に
揭
げ
る
。

「
井
阿
」

⑫
周
曉
陸
は
陝
西
關
中
西
部
と
み
な
す
。

⑬  

孫
亞
冰
は
「
楊
」
を
山
西
省
洪
洞
縣
附
近
の
楊
國
と
す
る
立
場
か
ら
、「
井
」

を
同
地
付
近
と
す
る
。「
阿
」
に
つ
い
て
は
、『
爾
雅
』
釋
地
に
「
大
陵
曰
阿
」
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と
あ
り
、「
井
阿
」
は
丘
陵
の
名
と
み
な
し
て
い
る
。

⑭
王
輝

　

  
西
周
の
「
井
」
に
は
數
地
が
あ
る
。
一
つ
は
畿
内
の
井
邑
（
散
氏
盤
）。
西

周
金
文
に
は
ま
た
「
奠
（
鄭
）
井
叔
」
が
多
見
し
、こ
の
「
井
」
と
「
鄭
」（
西

鄭
、
い
ま
の
﹇
陝
西
﹈
鳳
翔
南
部
）
と
は
遠
く
離
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
井

侯
簋
や
麥

に
は
井
侯
が
あ
り
、

丘
、
つ
ま
り
い
ま
の
河
南
溫
縣
に
初
封

さ
れ
た
。
丘
と
阿
は
意
味
が
近
い
か
ら
、「
井
阿
」
は
後
者
の
地
で
、
河
南

北
部
の
可
能
性
が
あ
る
。「
楊
」（
山
西
省
洪
洞
縣
）
は
山
西
南
部
で
距
離
も

そ
ん
な
に
遠
く
は
な
い
。

㉑
董
珊

　

  「
井
」
は
陘
・
と
聲
音
が
近
く
、「
井
阿
」
は
東
陘
山
（
烏
嶺
山
の
古
稱
）
で
、

い
ま
の
沁
水
と
翼
城
の
間
に
あ
る
。『
水
經
注
』
汾
水
に
「
天
井
水
出
東
陘

山
西
南
、
北
有
長
嶺
、
嶺
上
東
西
有
通
道
、
卽

也
。『
穆
天
子
傳
』
曰
、

乙
酉
、
天
子
西
絶

、
南
至
于
盬
、
是
也
【
天
井
水
、
東
陘
山
の
西
南
を

出
づ
、
北
に
長
嶺
有
り
、
嶺
上
の
東
西
に
通
道
有
り
、
卽
ち

な
り
。『
穆

天
子
傳
』
に
曰
く
、
乙
酉
、
天
子
西
の
か
た

を
絶
ち
、
南
の
か
た
盬
に

至
る
と
は
、
是
れ
な
り
】」
と
言
う
。
附
近
に
は
ま
た
陘
庭
の
故
城
が
あ
り
、

『
左
傳
』
桓
公
二
年
お
よ
び
『
史
記
』
范
雎
蔡
澤
列
傳
に
見
え
、『
史
記
正
義
』

に
は
「
按
陘
庭
故
城
在
絳
州
曲
沃
縣
西
北
二
十
里
汾
水
之
陽
【
按
ず
る
に
、

陘
庭
故
城
、
絳
州
曲
沃
縣
西
北
二
十
里
汾
水
の
陽
に
在
り
】」
と
言
う
。
陘

庭
や

は
「
井
」
の
名
を
被
っ
て
い
る
。

㉙
田
率

　

  「
井
」
は
い
ま
の
陝
西
省
寶
鷄
市
鳳
翔
縣
で
、
古
代
に
お
い
て
は
井
族
の
活

動
區
域
で
あ
っ
た
。
劉
節
先
生
は
、

あ
る
い
は
岍
字
は
い
ず
れ
も
井
に
从

い
、
井
人
の
居
住
地
い
ま
の
陝
西
の

水
流
域
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
（「
古

國
考
」、『
禹
貢
半
月
刊
』
一
九
四
七
年
第
四
卷
第

九
期
）。「
阿
」は
下
讀
で
動
詞
。「
猗
」と
音
が
近
く（
い
ず
れ
も
影
母
歌
部
）

通
ず
る
。「
猗
」
は
「
掎
」
に
通
じ
、
牽
引
・
拉
住
（
引
っ
張
り
止
め
る
）

の
義
で
あ
る
。『
説
文
』﹇
十
二
上
手
部
﹈
に
「
掎
、
偏
引
也
」、『
詩
』
小
雅
・

小
辨
「
伐
木
掎
矣
、析
薪

矣
」
の
毛
傳
に
「
伐
木
者
掎
其
顛
」
と
言
い
、『
國

語
』
魯
語
「
掎
止
晏
萊
焉
」
の
賈マ

マ逵
﹇
韋
昭
の
誤
り
﹈
注
に
「
从
後
牽
曰
掎
﹇
。

止
、
獲
也
。
晏
萊
、
齊
大
夫
也
﹈」
と
あ
る
。（
筆
者
注
：
最
終
的
に
「
牽
制
」

と
い
う
現
代
語
譯
を
與
え
て
い
る
）。

「
伜
쏦
」

⑫  

周
曉
陸
は
『
玉
篇
』
谷
部
に
「
蛭
」
字
が
あ
り
「﹇
呼
檻
切
、﹈
谷
名
」
と
言
い
、

『
廣
韻
』
檻
韻
に
「
蛭
、
開
險
貌
」
と
言
う
の
を
引
く
。
地
望
に
つ
い
て
は
、

渭
水
の
秦
嶺
・
北
山
二
箇
所
の
谷
口
が
あ
る
場
所
と
み
な
す
。

⑬
孫
亞
冰

　

  「
蛭
」
字
で
、『
集
韻
』
に
「
虎
檻
切
、
竝
音
擧
、
深
谷
貌
」「
深
谷
貌
、
或

作
嵌
」
と
あ
る
。「
쏦
」
は
ま
た
「

」
と
隸
定
で
き
、「

」
の
音
は
勦
、「
勦
」

の
音
は
敢
で
あ
る
か
ら
、「

」
の
音
勦
、「
蛭
」
の
音
敢
と
は
音
同
じ
く
字

は
通
じ
、深
谷
の
意
で
あ
る
。「

」は
深
谷
の
名
で
あ
る
。『
集
韻
』に「
品
」

は
「
朗
狄
切
、谷
名
」
と
あ
り
、「

」
は
「
品
」
字
か
も
し
れ
な
い
。「
井
阿
」

「
品
蛭
」
は
い
ず
れ
も
「
楊
」
地
と
遠
く
離
れ
て
は
お
ら
ず
、
い
ま
の
﹇
山

西
省
﹈
洪
洞
縣
附
近
で
あ
る
。

⑯
周
鳳
五
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  「

品
」
は
地
名
で
、四
十
三
年
鼎
の
「
歷
人
」
の
「
歷
」
で
、そ
の
地
は

（
筆

者
注
：
周
氏
は
本
鼎
上
文
の
「
醤
（
詢
）」
字
を
地
名
の

邑
（『
漢
書
』
地

理
志
・
右
扶
風
）
と
み
な
し
て
い
る
）・
楊
か
ら
離
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

「
쏦
」
は
『
説
文
』﹇
九
下
﹈
山
部
に
「
山
邊
」
と
訓
ず
る
「
巖マ

マ

」
と
み
な
し
、

「
伜
쏦
」
を
曆
（
歷
）
地
の
山
邊
と
解
す
る
。（
筆
者
注
：
正
確
に
は
、『
説
文
』

九
下
山
部
で
は
「
巖
、
厓
也
」
と
訓
じ
、
九
下
厂
部
で
「
厓
、
山
邊
也
」
と

訓
じ
て
い
る
の
で
、
巖
を
山
邊
と
訓
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。）

㉑
董
珊

　

  

烏
嶺
山
の
南
に
歷
山
が
あ
り
、
い
ま
の
﹇
山
西
省
﹈
垣
曲
・
絳
縣
・
翼
城
・

沁
水
・
陽
城
五
縣
の
間
に
あ
り
、
鼎
銘
の
「
伜
岩
」
は
こ
こ
の
可
能
性
が
あ

る
。

㉙
田
率

　

  

數
歷
山
で
は
な
い
か
。『
爾
雅
』
に
「
歷
、
數
也
」
と
言
う
。
數
歷
山
に
つ

い
て
は
、『
水
經
注
』
卷
十
七
に
「
渭
水
又
東
南
、
出
石
門
、
度
小
隴
山
、

逕
南マ

マ

由
縣
南
、
東
與
楚
水
合
、
世
所
謂
長
蛇
水
也
。
水
出

縣
之
數
歷
山
、

南
流
逕
長
蛇
戍
東
、
魏
和
平
三
年
築
、
徙
諸
流
民
以
遏
隴
寇
【
渭
水
又
た
東

南
し
、
石
門
を
出
で
、
小
隴
山
を
度
り
、
南
（
筆
者
注
：
南
は
衍
字
で
は
な

い
か
）
を
逕よ

ぎ

る
に
縣
の
南
由よ

り
し
、
東
の
か
た
楚
水
と
合
す
、
世
の
所
謂
長

蛇
水
な
り
。
水
、
縣
の
數
歷
山
を
出
で
、
南
流
し
て
長
蛇
戍
の
東
を
逕
る
、

魏
の
和
平
三
年
に
築
か
れ
、
諸
流
民
を
徙
し
以
て
隴
寇
を
遏ふ

せ

ぐ
】」
と
言
い
、

『
山
海
經
』
西
山
經
卷
二
に
は
「
又
西
一
百
七
十
里
、
曰
數
歷
之
山
…
、
楚

水
出
焉
、
而
南
流
注
于
渭
【
又
た
西
の
か
た
一
百
七
十
里
、
數
歷
の
山
と
曰

ふ
…
、
楚
水
、
焉こ

こ

に
出
で
て
南
流
し
渭
に
注
ぐ
】」
と
言
う
。
數
歷
山
は
い

ま
の
﹇
陝
西
省
﹈
寶
鷄
市
隴
縣
西
南
に
あ
り
、『
水
經
注
』
の
記
述
か
ら
見

る
と
、
古
代
よ
り
軍
事
的
な
要
衝
で
、
北
魏
ま
で
ず
っ
と
重
要
な
邊
防
戍
地

で
あ
っ
た
。「
쏦
」
は
蛭
に
从
っ
て
聲
を
得
て
い
る
。
蛭
は
谿
谷
の
深
き
貌

で
あ
る
。『
集
韻
』
嚼
（
敢
）
韻
に
「
谿
谷
貌
」、『
字
彙
』
谷
部
に
「
蛭
、

谷
深
貌
」
と
あ
る
。

「
弓
谷
」

⑬  

孫
亞
冰
は
「
弓
谷
」
を
谷
名
と
し
、「
井
阿
」「

蛭
」
附
近
（
山
西
洪
洞
附
近
）

に
置
く
。

⑭
王
輝

　

  「
弓
」
は
「
窮
」
と
通
用
す
る
。『
左
傳
』
定
公
七
年
に
「
夏
四
月
、單
武
公
・

劉
桓
公
敗
尹
氏
於
窮
谷
【
夏
四
月
、
單
武
公
・
劉
桓
公
、
尹
氏
を
窮
谷
に
敗

る
】」
と
言
い
、
楊
伯
峻
は
「
窮
谷
、
周
地
。
今
洛
陽
市
東
」
だ
と
み
な
す
。

窮
谷
は
ま
た
奧
深
い
山
谷
を
指
す
。『
左
傳
』
昭
公
四
年
に
は
「
其
藏
冰
也
、

深
山
窮
谷
、
固
陰
沍
寒
、
於
是
乎
取
之
【
其
の
冰
を
藏
す
る
や
、
深
山
窮
谷
、

固
陰
沍
寒
、
是こ

こ

に
於
て
か
之
を
取
る
】」
と
言
う
。
本
銘
の
「
弓
谷
」
が
窮

谷
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

㉑
董
珊

　
  『

新
唐
書
』
僖
宗
紀
の
乾
符
五
年
「
崔
季
康
・
李
鈞
及
李
克
用
、戰
于
洪
谷
【
崔

季
康
・
李
鈞
及
び
李
克
用
、
洪
谷
に
戰
ふ
】」
に
見
え
る
「
洪
谷
」
の
こ
と

で
は
な
い
か
。
こ
こ
は
山
西
省
北
部
の
重
要
な
關
所
（
關
門
、出
入
口
）
で
、

い
ま
の

嵐
縣
南
三
十
七
里
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
先
周
の
季
歷
が
こ
こ

の
附
近
の
管

山
（
す
な
わ
ち
燕
京
山
）
に
い
た
燕
京
之
戎
を
征
伐
し
た
こ
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九
九

と
が
あ
る
。
上
述
し
て
見
た
と
こ
ろ
の
よ
う
に
、
西
周
晚
期
の

あ
る
い

は
戎
は
常
に
い
ま
の
山
西
中
南
部
各
地
に
あ
っ
た
諸
侯
の
封
域
に
侵
入
し
た

り
、
宗
周
と
成
周
の
安
全
を
脅
か
し
た
り
し
た
。
宣
王
が
父
を
楊
に
封
建
し

た
の
は
、
防
衞
力
を
增
強
す
る
た
め
で
も
あ
れ
ば
、
ま
た
こ
こ
か
ら
戎
狄
の

征
伐
に
向
か
う
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

㉙
田
率

　

  「
弓
」
は
「
共
」
と
音
通
し
、「
弓
」
は
「
共
」
の
假
借
で
あ
っ
て
よ
い
。「
共
」

は
『
詩
』
大
雅
・
皇
矣
に
見
え
る
、
密
須
が
侵
犯
し
た
共
國
で
は
な
い
か
と

思
う
。
周
代
の
共
國
は
い
ま
の
甘
肅
﹇
省
﹈
涇
川
縣
北
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、「
弓
谷
」
は
古
共
國
の
領
域
内
の
山
谷
で
は
な
い
か
。

ほ
か
、
本
鼎
に
見
え
る
地
名
に
觸
れ
た
論
考
に
、
李
建
生
・
王
金
平
「
周
伐

與
〝
長
父
侯
于
楊
〞
相
關
問
題
」（『
中
原
文
物
』
二
〇
一
二
年
第
一
期
）
が
あ

る
。
こ
の
論
考
で
は
、
長
父
が
封
建
さ
れ
た
楊
國
を
山
西
省
洪
洞
縣
に
求
め
る
立

場
か
ら
で
あ
ろ
う
、「
井
阿
」
の
「
井
」
は
「
陘
」
と
音
が
近
く
通
假
し
て
よ
く
、

『
左
傳
』
桓
公
二
年
に
「﹇
晉
﹈
哀
侯
侵
陘
庭
之
田
…
【﹇
晉
の
﹈
哀
侯
、
陘
庭
の

田
を
侵
す
…
】」、『
史
記
』
晉
本
紀
に
「﹇
晉
﹈
哀
侯
八
年
、
晉
侵
陘
庭マ

マ

（
廷
）、

與
曲
沃
武
公
謀
…
【﹇
晉
の
﹈
哀
侯
八
年
、
晉
、
陘
庭マ

マ

（
廷
）
を
侵
し
、
曲
沃
武

公
と
謀
る
】」
と
言
い
、﹇『
史
記
』
范
雎
蔡
澤
列
傳
「
昭
王
四
十
三
年
、
秦
攻
韓

汾
陘
」
の
﹈
正
義
に
「
按
、陘
庭
故
城
﹇
在
﹈
絳
州
曲
沃
縣
西
北
二
十
里
汾
水
之
陽
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
西
に
あ
る
地
で
あ
る
と
み
な
す
。
明
言
は
し
て
い
な
い
が

い
ま
の
侯
馬
市
北
方
附
近
に
比
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
お
、「
阿
」
に
つ
い

て
は
言
及
し
て
い
な
い
。「
伜
쏦
（
曆
岩
と
讀
む
）」「
弓
谷
」
は
山
地
の
地
勢
・

地
貌
を
描
寫
す
る
の
と
關
係
が
あ
り
、
い
ま
の
山
西
省
洪
洞
縣
（
楊
國
）
周
圍
の

山
地
に
そ
の
地
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
、
本
鼎
の
地
名
比
定
に
つ
い
て
は
、
⑫
周
曉
陸
や
㉙
田
率
の
よ
う
に
陝
西

説
を
唱
え
る
者
、
⑬
孫
亞
冰
や
㉑
董
珊
お
よ
び
李
建
生
・
王
金
平
の
よ
う
に
山
西

説
を
唱
え
る
者
、
⑭
王
輝
の
よ
う
に
河
南
説
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
い
う
、
三

つ
の
立
場
が
あ
る
。

兩
周
期
に
お
け
る

征
伐
を
總
合
的
に
論
じ
た
比
較
的
最
近
の
硏
究
に
は
彭

裕
商
の
「
周
伐

及
相
關
問
題
」（『
歷
史
硏
究
』
二
〇
〇
四
年
第
三
期
）
が
あ

り
、
以
下
に
西
周
期
だ
と
み
な
し
う
る
史
料
に
見
え
る
地
名
と
そ
の
比
定
を
彭
説

に
基
づ
き
つ
つ
記
す
。
た
だ
し
彭
説
は
本
鼎
出
土
直
前
に
書
か
れ
た
た
め
、
本
鼎

に
見
え
る
地
に
つ
い
て
は
、
出
土
直
後
に
附
さ
れ
た
當
該
論
文
の
「
補
記
」
で
少

し
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

一
、
多
友
鼎
（
集
成1512

）
…
「
京
師
」「
筍
」「
叡
」「
龔
」「
世
」「
楊
冢
」。

「
京
師
」
は
鎬
京
の
西
で
公
劉
が
遷
っ
た
京
師
、
す
な
わ
ち
豳
﹇『
詩
』
大
雅
・

公
劉
﹈。﹇
筆
者
注
：
お
そ
ら
く
現
在
の
陝
西
省
彬
縣
附
近
に
比
定
す
る
も
の
だ
ろ

う
﹈。

「
筍
﹇
原
字
は
「
믕
」
で
目
に
从
う
﹈」
以
下
五
つ
の
地
は
「
京
師
」
附
近
で
あ
る
。

銘
文
に
よ
れ
ば
、
癸
未
の
日
に
戎
す
な
わ
ち

が
「
筍
」
を
伐
ち
、
多
友
﹇
作

器
者
﹈
が
京
師
か
ら
西
追
し
、
翌
日
甲
申
の
日
に
は
「
叡
」
で
戎
を
搏
っ
て
い
る

か
ら
、「
筍
」「
叡
」
と
「
京
師
」
と
は
一
日
の
路
程
内
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
龔
（
共
）」「
世
」「
楊
冢
」
は
所
在
未
詳
。
銘
文
に
日
に
ち
を
記
し
て
い
な
い

が
、
こ
れ
ら
三
地
も
甲
申
の
日
に
起
こ
っ
た
征
伐
の
事
ら
し
く
、
銘
の
後
文
に
は

た
だ
「
女
（
汝
）
靜
（
靖
）
京
師
」
と
あ
っ
て
、
五
つ
の
地
は
均
し
く
「
京
師
」

地
區
に
屬
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、「
京
師
」
と
い
う
地
名
に
よ
っ
て
統
言
し
た
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一
〇
〇

の
で
あ
る
。
ま
た
、
多
友
は
西
方
に
追
擊
し
て
い
る
か
ら
、
諸
地
は
「
京
師
」
の

西
に
位
置
す
る
。

二
、

季
子
白
盤
（
集
成10173

、
通
釋192

）
…
「
洛
之
陽
」。

「
洛
」
は
古
代
よ
り
、
河
南
の
洛
水
（
い
わ
ゆ
る
「
伊
洛
」
の
洛
）
と
陝
西
の

洛
水
（
い
わ
ゆ
る
「
涇
洛
」
の
洛
）
と
が
あ
る
。
甲
骨
文
や
『
書
』『
詩
』
な
ど

先
秦
文
獻
に
見
え
る
も
の
は
河
南
で
、陝
西
の
洛
水
は
先
秦
文
獻
で
は
一
般
に「
漆

沮
水
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
盤
銘
に
見
え
る
「
洛
」
は
學
者
の
多
く
が
陝
西

の
洛
水
と
す
べ
き
だ
と
み
な
し
て
お
り
、
盤
の
出
土
地
點
が
い
ま
の
寶
鷄
市
附
近

で
あ
っ
た
こ
と
﹇
清
の
道
光
年
間
、
寶
鷄
縣

川
司
で
出
土
（
寞
式
芬
『

古
錄

金
文
』
卷
三
之
二
第
四
二
葉
）﹈
を
考
慮
す
れ
ば
、
陝
西
の
洛
水
と
い
う
見
解
に

い
ま
し
ば
ら
く
從
っ
て
お
く
。「
陽
」
は
河
川
の
北
。「
洛
之
陽
」
と
は
洛
水
北
岸

一
帶
の
地
區
を
指
す
。

三
、不
뒲
簋
（
集
成4328

〜29

、通
釋4328-29

）
…
「
西
兪
」「
냱
」「
高
陶
」。

「
냱
」
と
「
高
陶
」
の
所
在
は
わ
か
ら
な
い
。「
냱
」
を
、
王
國
維
（「
鬼
方
昆

夷

考
」、『
王
國
維
全
集
』
第
八
卷
、
浙
江
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
ら

が
「
洛
」
だ
と
し
た
が
、
お
そ
ら
く
は
違
う
だ
ろ
う
。「
西
兪
」
に
つ
い
て
は
、

李
學
勤
が
凡
稱
の
地
區
名
で
、「
西
隅
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
西
方
の

意
と
す
る
説
（「
秦
國
文
物
的
新
認
識
」、『
新
出
青
銅
器
硏
究
』、
文
物
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
、
二
七
二
頁
）
に
從
う
。

四
、
兮
甲
盤
（
集
成10174

、
通
釋191

）
…
「
맷
뮗
」。

「
맷
뮗
」
を
、
王
國
維
は
春
秋
時
代
の
「
彭
衙
」
で
、『
史
記
』
秦
本
紀
の
「
武

公
元
年
伐
彭
戲
氏
【
武
公
元
年
、彭
戲
氏
を
伐
つ
】」
と
あ
る
「
彭
戲
」
は
「
彭
衙
」

の
誤
り
で
、
正
義
に
「
戎
號
也
、
蓋
同
州
彭
衙
故
城
是
也
【
戎
の
號
な
り
、
蓋
し

同
州
彭
衙
の
故
城
是
れ
な
り
】」
と
言
い
、
漢
代
で
は
左
馮
翊
に
屬
す
と
み
な
し

て
い
る
（「
兮
甲
盤
跋
」、『
王
國
維
全
集
』
第
十
四
卷
、
浙
江
教
育
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
、
ま
た
「
鬼
方
昆
夷

考
」）。
す
な
わ
ち
、
陝
西
洛
水
の
東
北
に

比
定
す
る
も
の
で
、
洛
水
は
こ
こ
で
東
に
折
れ
て
お
り
、「
彭
衙
」
は
そ
の
北
岸
、

す
な
わ
ち

季
子
白
盤
に
見
え
る
「
洛
之
陽
」
に
當
た
る
。﹇
い
ま
の
陝
西
省
澄

城
縣
西
北
。﹈

五
、『
詩
』
小
雅
・
六
月
…
「
焦
穫
」「
涇
陽
」「
鎬
」「
方
」「
太
原
」。

「
焦
穫
」
を
、
彭
説
で
は
『
爾
雅
』
釋
地
に
「
周
有
焦
穫
」
と
言
う
と
す
る
が
、

筆
者
が
原
文
で
再
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
焦
護
」
の
誤
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

魯
詩
で
は
「
焦
護
」
に
作
っ
て
い
る
（
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』）
の
で
、
兩

者
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
そ
の
地
望
に
つ
い
て
彭
は
、釋
地
の
郭
注
に「
今

扶
風
池
陽
縣
瓠
中
是
也
」
と
言
い
、『
水
經
注
』
沮
水
に
は
「
沮
水
東
注
鄭
渠
、

渠
首
上
承
涇
水
于
中
山
、
西
邸
瓠
口
、
所
謂
瓠
中
也
、『
爾
雅
』
以
爲
周
焦
穫
【
沮

水
、
東
し
て
鄭
渠
に
注
ぐ
、
渠
の
首
上
、
涇
水
を
中
山
に
承
け
、
西
の
か
た
瓠
口

に
邸い

た

る
、
所
謂
瓠
中
な
り
、『
爾
雅
』、
以
て
周
の
焦
穫
と
爲
す
】」
と
言
う
。『
爾

雅
義
疏
』
に
は
「
晉
之
扶
風
郡
池
陽
縣
、
今
爲
西
安
府
三
原
縣
也
」
と
あ
り
、
い

ま
の
陝
西
省
三
原
縣
の
西
、
涇
陽
縣
の
西
北
、
涇
惠
渠
の
ほ
と
り
で
涇
水
を
承
け

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

「
涇
陽
」
は
、
詩
に
「

匪
茹
、
整
居
焦
穫
、
侵
鎬
及
方
、
至
于
涇
陽
【

、

茹は
る

か
に
匪あ

ら

ず
、
焦
穫
に
整
居
し
、
鎬
及
び
方
を
侵
し
、
涇
陽
に
至
る
】」
と
言
う

こ
と
か
ら
、「
焦
穫
（
護
）」
附
近
に
あ
る
は
ず
で
、
だ
い
た
い
い
ま
の
陝
西
省
涇

陽
縣
附
近
だ
と
推
定
す
る
。

「
鎬
」
は
鎬
京
（
宗
周
）。「
方
」
は
「
鎬
」
と
連
言
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
鎬
」
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附
近
の
は
ず
で
あ
る
。

「
太
原
」
は
、
筆
者
が
原
文
で
再
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
正
し
く
は
「
大
原
」
で

あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
兩
字
は
通
ず
る
。
彭
説
で
は
黃
盛
章
が
涇
水
に
沿
う

谷
地
は
古
代
以
來
、
關
中
に
通
ず
る
道
で
、
漢
唐
時
期
に
お
い
て
こ
の
通
道
は
西

北
人
が
關
中
を
侵
攻
す
る
重
要
な
路
綫
で
あ
る
と
論
ず
る
説
（「
周
都
豐
鎬
與
金

文
中
꿗
京
」
附
錄
、『
歷
史
地
理
論
集
』、
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
に
從
っ

て
、

の
寇
周
も
涇
水
の
谷
地
に
沿
っ
て
進
み
、
涇
水
の
下
流
に
あ
る
「
焦
穫

（
護
）」「
涇
陽
」
に
至
っ
た
と
み
な
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
彭
は
、「
太
原
」
を
鎬
京

西
北
に
あ
る
「
廣
大
な
高
原
」
だ
と
み
な
し
て
お
り
、「
焦
穫
（
護
）」「
涇
陽
」

以
西
に
廣
が
っ
て
い
る
高
原
だ
と
考
え
て
い
る
。

六
、『
詩
』
小
雅
・
出
車
…
「
方
」「
朔
方
」。

こ
の
詩
に
「
往
城
于
方
【
往
き
て
方
に
城き

ず

く
】」「
城
彼
朔
方
【
彼
の
朔
方
に
城

く
】」
と
言
い
、「
方
」
と
「
朔
方
」
は
實
の
と
こ
ろ
同
じ
地
で
、「
朔
方
」
は
北
方
、

鎬
京
の
北
に
位
置
し
、
六
月
の
「
侵
鎬
及
方
」
の
「
方
」
と
は
別
地
で
あ
る
。

㉙
田
率
は
、
こ
れ
ら
の
地
を
次
に
揭
げ
る
よ
う
に
陝
甘
に
求
め
る
。

一
、
多
友
鼎

「
京
師
」
は
公
劉
が
遷
っ
た
京
師
、
す
な
わ
ち
豳
﹇『
詩
』
大
雅
・
公
劉
﹈。「
筍
」

は
旬
邑
。「
叡
」
は
漢
代
の
漆
縣
で
、い
ま
の
彬
縣
。「
龔
（
共
）」
は
『
詩
』「
共
」

で
、
古
代
の
共
國
。
い
ま
の
甘
肅
省
涇
川
縣
。「
世
」「
楊
冢
」
は
考
證
不
能
。

田
率
は
「
京
師
」
以
下
の
五
地
の
地
名
比
定
に
つ
い
て
、
李
學
勤
「
論
多
友
鼎

的
時
代
及
意
義
」（『
新
出
青
銅
器
硏
究
』、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
の
考

證
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、
次
に
記
す
よ
う
に
不
足
や
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

李
學
勤
は
「
筍
」
を
旬
邑
と
す
る
が
、
補
足
す
る
と
、
王
畿
の
旬
邑
で
、
京
師
の

範
圍
附
近
に
あ
る
は
ず
と
述
べ
る
。「
叡
」
は
「
漆
水
」
で
、「
豳
」
と
近
い
と
こ
ろ
。

「
龔
（
共
）」
は
『
詩
』
大
雅
・
皇
矣
「
密
人
不
恭
、敢
拒
大
邦
、侵
阮
徂
共
【
密
人
、

不
恭
に
し
て
、
敢
へ
て
大
邦
を
拒
み
、
阮
を
侵
し
共
に
徂ゆ

く
】」
の
「
共
」
で
、

朱
右
曾
『
詩
地
理
徵
』
の
「
涇
州
今
有
共
池
、
卽
共
也
。
…
共
池
在
今
涇
州
北
五

里
」
と
い
う
説
に
從
っ
て
お
り
、
李
學
勤
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
結
論
と
し
て

は
田
率
が
言
う
よ
う
に
い
ま
の
涇
川
縣
で
あ
る
。
な
お
、「
京
師
」
す
な
わ
ち
「
豳
」

は
、
李
學
勤
も
田
率
も
明
言
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
陝
西
省
彬
縣
東
北
と
み

な
す
も
の
だ
ろ
う
。

二
、

季
子
白
盤

「
洛
之
陽
」
を
、
後
述
す
る
兮
甲
盤
の
「
맷
뮗
（
彭
衙
）」
が
洛
水
北
岸
に
位
置

す
る
と
い
う
説
に
從
っ
て
い
る
か
ら
、
明
言
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
陝
西
の
洛

水
北
岸
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
不
뒲
簋

「
냱
」
は
、
王
國
維
の
説
（「
鬼
方
昆
夷

考
」）
に
從
っ
て
「
洛
」
と
す
る
。

「
高
陶
」
は
、
李
學
勤
が
天
水
に
西
あ
る
い
は
さ
ら
に
西
と
す
る
説
（「
秦
國
文
物

的
新
認
識
」、『
新
出
青
銅
器
硏
究
』、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
從
う
﹇
筆

者
注
：
當
該
論
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
﹈。「
西
兪
」
に
つ
い
て
は
、
觸
れ

る
と
こ
ろ
が
な
い
。

四
、
兮
甲
盤

「
맷
뮗
」
を
、先
の
彭
裕
商
と
同
じ
く
王
國
維
の
説
に
從
っ
て
「
彭
衙
」
と
す
る
。

『
史
記
』
秦
本
紀
「
穆
公
…
戰
于
彭
衙
」
の
正
義
に
引
く
括
地
志
に
「
彭
衙
故
城

在
同
州
白
水
縣
東
北
六
十
里
」
と
言
い
、
い
ま
の
陝
西
省
白
水
縣
の
境
界
あ
た
り

で
、
洛
水
の
北
岸
で
あ
る
。
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五
、『
詩
』
小
雅
・
六
月

「
焦
穫
」
を
、『
淮
南
子
』
墬
形
訓
（
筆
者
注
：『
爾
雅
』
釋
地
の
誤
り
）
の
郭

璞
注
に
「
今
扶
風
池
陽
縣
瓠
中
」
と
、『
史
記
』
匈
奴
傳
の
正
義
に
引
く
括
地
志

に
「
焦
穫
亦
名
刳
口
、
亦
曰
刳
中
、
在
雍
州
涇
陽
縣
城
北
十
數
里
」
と
言
う
こ
と

か
ら
、
い
ま
の
陝
西
省
涇
陽
縣
西
に
あ
る
と
す
る
。「
涇
陽
」「
鎬
」「
方
」
に
つ

い
て
は
ど
の
地
か
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
詩
に
見
え
る

征
伐
は
涇
河
に

沿
っ
て
下
り
、
周
人
の
城
邑
を
占
據
し
、
戰
火
の
危
機
が
「
王
畿
の
腹
地
」
に
及

ん
だ
と
言
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
陝
西
の
涇
陽
、
鎬
京
、
꿗
（
豐
）
京

と
み
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。「
太マ

マ

（
大
）
原
」
は
、
古
本
『
竹
書
紀
年
』（
正
し
く

は
『
竹
書
』
を
引
い
た
と
思
わ
れ
る
『
後
漢
書
』
西
羌
傳
）
に
穆
王
が
犬
戎
（
田

率
は
犬
戎
を

と
同
じ
と
す
る
）
を
征
討
し
た
と
き
、「
獲マ

マ

（
取
）
其
五
王
、

遂
遷
戎
于
太
原
【
其
の
五
王
を
取と

ら

へ
、遂
に
戎
を
太
原
に
遷
す
】」
と
言
う
「
太
原
」

で
、
顧
炎
武
『
日
知
錄
』
卷
三
の
考
釋
に
從
っ
て
、
ほ
ぼ
い
ま
の
甘
肅
省
平
涼
縣
・

鎭
原
縣
一
帶
に
あ
る
と
み
な
す
。

六
、『
詩
』
小
雅
・
出
車

「
方
」「
朔
方
」
に
つ
い
て
は
、「
北
部
地
區
」
と
言
う
の
み
。
こ
の
詩
に
「
往

城
于
方
」「
城
彼
朔
方
」
と
言
い
、「
方
」
と
「
朔
方
」
は
實
の
と
こ
ろ
同
じ
地
で
、

「
朔
方
」
は
北
方
、
鎬
京
の
北
に
位
置
し
、
六
月
の
「
侵
鎬
及
方
」
の
「
方
」
と

は
別
地
で
あ
る
。

李
建
生
・
王
金
平
「
周
伐

與
〝
長
父
侯
于
楊
〞
相
關
問
題
」（『
中
原
文
物
』

二
〇
一
二
年
第
一
期
）
は
、
多
友
鼎
に
見
え
る
地
名
を
す
べ
て
山
西
省
内
に
比
定

し
て
お
り
、
次
に
そ
の
大
要
を
記
す
。

「
京
師
」
に
つ
い
て
は
、『
詩
』
大
雅
・
公
劉
「
篤
公
劉
、
于
胥
斯
原
【
篤
き
か

な
公
劉
、
于こ

こ

に
斯
の
原
を
胥み

る
】」「
涉マ

マ

﹇
陟
の
誤
り
﹈
則
在
巘
、
復
降
在
原
【「
陟

り
て
は
則
ち
巘け

ん

に
在
り
、
復
た
降
り
て
は
原
に
在
り
】」「
篤
公
劉
、
…
乃
遘マ

マ

﹇
覯

の
誤
り
﹈
于
京
、
京
師
之
野
、
于
時
處
處
、
于
時
廬
旅
、
…
篤
公
劉
、
于
京
斯
依

【
篤
き
か
な
公
劉
、
…
乃
ち
京
を
覯み

る
、
京
師
之
野
に
、
于
に
時こ

れ
處
處
し
、
于

に
時
れ
廬
旅
し
、
…
篤
き
か
な
公
劉
、
于
に
斯
の
京
に
依
る
】」
と
言
い
、「
京
」

と
「
原
」
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
詩
の
「
復
降
」
は
「
新
絳
（
晉

新
田
）」
を
指
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
筍
」
は
「
荀
」「

」
で
、『
水
經
注
』

汾
水
に
「
古
水
出
臨
汾
西
、
又
西
南
徑
荀
城
、
在
絳
州
西
五
十
里
」
と
言
い
、
い

ま
の
新
絳
縣
の
境
界
内
。「
穫
（
霍
）」
は
、
そ
の
原
字
形
の
右
は
邑
旁
に
从
い
、

左
半
の
聲
旁
は
禾
に
从
い
弋
に
从
っ
て
意
を
會
し
た
古
文
字
の
「
穫
」
の
字
形
を

省
略
し
た
こ
と
か
ら
で
き
た
も
の
で
、「
霍
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
。『
史
記
』
管

蔡
世
家
﹇「
封
叔
處
於
霍
」﹈
の
索
隱
に
「
地
理
志
、
河
東
彘
縣
、
霍
太
山
在
東
北

﹇
地
理
志
で
は
「〝
霍
大
山
在
東
〞
に
作
る
」﹈。
是
霍
叔
之
所
封
」
と
言
い
、
い
ま

の
霍
縣
。「
龔
」
は
荀
國
附
近
。「
世
」
は
荀
・
楊
の
間
。「
楊
冢
」
の
「
冢
」
は

山
頂
（『
詩
』
小
雅
・
十
月
﹇
之
交
﹈「
山
冢

崩
」﹇
の
毛
傳
に
「
山
頂
曰
冢
」

と
あ
る
﹈）
で
、楊
國
附
近
の
山
地
。
い
ま
、新
絳
﹇「
京
師
」﹈
か
ら
洪
洞
﹇「
楊
」﹈

ま
で
は
一
兩
日
の
路
程
で
あ
る
。

李
・
王
の
地
名
比
定
は
、「
楊
」
を
山
西
に
置
く
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
た

妄
説
と
言
う
べ
き
で
、
公
劉
の
詩
の
「
復
降
」
を
「
新
絳
」
と
解
す
る
が
ご
と
き

は
、
牽
强
附
會
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。「
穫
」
と
釋
し
「
霍
」
と
讀
む
い
う
字

説
も
、果
た
し
て
妥
當
な
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。「
穫
」と
釋
さ
れ
た
字
は「
叡
」

と
隸
定
す
る
者
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
右
旁
は
確
か
に
邑
で
あ
る
が
、
左

旁
は
「

」
で
は
な
く
「
誉
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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先
に
擧
げ
た
「
二
、

季
子
白
盤
」
の
「
洛
之
陽
」
は
陝
西
の
洛
水
北
岸
で
あ

ろ
う
し
、
と
す
れ
ば
、「
三
、
不
뒲
簋
」
の
「
냱
」
を
「
洛
」
字
と
同
じ
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
は
措
く
と
し
て
、「
四
、
兮
甲
盤
」
の
「
맷
뮗
」
は
洛
水
北
岸
に

あ
る
「
彭
衙
」
に
當
て
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
五
、『
詩
』
小
雅
・
六
月
」

の
「
焦
穫
」「
涇
陽
」
な
ど
五
地
は
、
涇
水
流
域
や
そ
の
近
邊
に
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
。「
一
〜
五
」
の
史
料
に
記
さ
れ
た
記
事
の
時
代
は
、槪
ね
西
周
晚
期
（
厲

王
・
宣
王
・
幽
王
）
邊
り
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ

が
周
へ
侵
攻
す

る
、
あ
る
い
は
侵
攻
に
對
し
て
周
が
出
擊
す
る
と
き
は
涇
洛
に
沿
う
ル
ー
ト
を

と
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
陝
西
あ
る
い
は
陝
甘
に
求
め
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
本
鼎
に
見
え
る
「
楊
」
な
ど
の
地
名
を
具
體
的
に
現
在
地
に
比
定
す
る
の
は

難
し
い
。
少
な
く
と
も
「
楊
」
は
뎾
を
ふ
く
む
單
一
族
が
居
住
し
一
族
の
青
銅
器

群
が
出
土
し
た
陝
西
省
眉
縣
楊
家
村
か
ら
遙
か
に
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
る
。「
楊
」
は
前
線
基
地
と
し
て
封
建
の
こ
と
が
行
わ
れ
、
こ
こ
を
據

點
と
し
「
井
阿
」「
伜
쏦
」「
弓
谷
」
へ
出
擊
・
追
擊
し
戰
功
を
獲
得
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
の

の
侵
攻
ル
ー
ト
は
涇
水
流
域
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
、
あ
る
い
は
「
井
阿
」「
伜
쏦
」「
弓
谷
」
は
涇
水
流
域
附
近
の
地
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）




